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し、そして「憲法的に確立された用語なので、婚姻の
この定義は、形式的な憲法上の修正手続を通してのみ
修正され得る。結果として、裁判所も議会も婚姻の意
味を再定式化するための管轄を持っていない」102と主
張したからである。これについて、「1867年に意味を
持った何ものかに婚姻の定義を凍結することは、進歩
的憲法解釈（progressive constitutional interpretation）
というこの国の判決に反する」103としたのである。
ここで「進歩的憲法解釈」という聞き慣れない言葉
が出てきたが、これは、1930年のEdwards v. A. G. 
Canada104において確立された解釈法理であり、1984
年のHunter v. Southam Inc.105においても、Dickson裁
判官によって確認された法理である。Peter W. Hogg
によれば、「進歩的解釈の法理は、1867年カナダ憲法
がカナダ社会における変化に順応することを可能とし
た手段の一つである。この法理が要求することは、（権
限の項目あるいは）対象の種類を描写するために用い
られた一般的文言が1867年に用いられた意味におい
て凍結されないことである」106とされる。つまり、進
歩的憲法解釈によって、「婚姻」という文言も、1867
年当時の用法とは異なるということを示唆したわけで
ある。そして、「進歩的解釈の法理の下では、前もっ
て含まれていなかった、諸活動は、1867年憲法の91
条と92条の下で含まれている」107と判示した。そう
した上で、「私たちの見解では、『婚姻』は、憲法的に
固定した意味を持たない。……1867年憲法91条（26）
において用いられる『婚姻』という文言は、憲法上の
修正手続という手段の必要なしに、カナダ社会の変化
する現実に適合するのに必要な憲法上の柔軟性を持
つ」108とした。
また、信教の自由について、Halpern控訴判決は、「私
たちの見解では、この事案は、宗教上の権利および自
由を要しない。婚姻は、宗教的社会的制度と同様に、
法的制度である。この事案は、婚姻の法的制度につい
てのみである。それは、婚姻の様々な形式の宗教的な
妥当性あるいは非妥当性についてではない。私たちは、
婚姻の宗教的制度を扱いあるいはそれを妨げるものと
してこの事案を決してみなさない」109とした。
ここで重要になるのが、憲章15条1項の問題である。
これについて、被告である「カナダ法務総裁は、制度
として、婚姻が異性と同性カップルの間の区別を生み
出していないということを提示する。『婚姻』という
語は、事実上普遍的な規範として異なった時代、文化
および宗教を横断して共通である唯一異性の絆の記述
語である。婚姻は、コモン・ロー上の概念ではない。
むしろ、それは、私たちの法的枠組みに先行する歴史
的かつ世界的な制度である。カナダのコモン・ローは、
婚姻関係に利益と義務を結び付けることによって婚姻

の定義を捉える。したがって、異なった取扱いの出所
は、婚姻それ自体の定義ではない。むしろ、政府の利
益と義務の分配のための権威を提供する立法の個々の
要素が、異なった取扱いの出所である。さらに、受益・
債務関係現代化法の制定以来、同性カップルは、実質
的に連邦法の平等な利益および保護を受け取る」と主
張する。しかしながら、Halpern控訴判決は、これに
反対する意見を述べる。まず「最初に、［憲章：河北］
15条1項の分析のこの段階において決定されるべき唯
一の問題は、区別がなされるかどうかである。コモ
ン・ローが、婚姻の異性的特色を、案出したというよ
りも、採用したという事実は、不適切である」110とし、
「第二に、カナダ政府は、婚姻に法的承認を与えるこ
とを選択した。［カナダ連邦：河北］議会と州立法府
は、婚姻という制度をめぐって無数の権利および義務
を築いた。州立法府は、異性カップルの婚姻が法によ
って形式的に承認され得るように、許可および登録体
制を与える。同性カップルは、それらの許可および登
録体制へのアクセスを否定される。この否定は、異性
と同性カップルの間の形式的な区別を構成する」111と
し、「第三に、形式的な区別が定義それ自体の一部で
あるのかあるいはいくつかの他の源泉に由来するのか
は、区別がなされているという事実を変更するもので
はない。婚姻が『プロテスタント信仰の1人の男性と
1人の女性の間の結合』として定義された場合、確か
にその定義は、プロテスタントとその他の全ての者と
の形式的な区別を引いているだろう。他の宗教の者と
非宗教的な関係をもった者は、排除されるだろう。同
様に、婚姻が『白人の2人の間の結合』として定義さ
れた場合、白人と他の全ての人種集団の間の区別があ
るだろう。この点で、人種に基づく区別であるために
……違憲と宣言された反－異人種間結婚に関する諸法
と類似の状態を作り出すことがある」112とし、「第四
に、婚姻が、『まさに』そうであるために、ヘテロセ
クシュアルであるという議論は、循環論法に等しい。
それは、あらゆる［憲章：河北］15条1項の分析を避
ける。……その適切なアプローチは、異性的制度とし
て婚姻を定義することが差別的であるかどうかを決定
するために、同性カップルへの異性資格の影響を審査
することである」113とした。そのことから、「したが
って、私たちの見解では、婚姻のコモン・ロー上の定
義が、彼らの性的指向に基づく、異性と同性カップル
の間の形式的な区別を創設することは疑いがない。［憲
章：河北］15条1項の探究の最初の段階は、充足して
いる」114とした。また、列挙されたあるいは類似する
事由に基づく異なった取扱いであることは、Egan判
決から明らかであるとし、差別の存在について、Law
判決における「人間の尊厳」から導き出される前述の
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4つの状況的要素を審査し、この4つの状況的要素を
クリアーすることはできないと判断した。
被告である「カナダ法務総裁は、受益・債務関係現

代化法の存在が差別の事実認定を不可能にするという
意見を述べる。この法律とともに、［カナダ連邦：河
北］議会は、同性カップルに異性カップルと同様の利
益と義務を与えるために、68の連邦制定法を修正し
た。カナダ法務総裁は、同様に同性カップルへの利益
を拡大する州立法への最近の修正も指摘する。結果と
して、同性カップルは、法の下で平等な取扱いを与え
られる」115と主張したが、これについても、裁判所は
否定する。「最初に、私たちは、同性カップルが利益
と義務に関して法の下で平等な取扱いを与えられると
いうことに同意しない。多くの場合において、利益と
義務は、同性カップルが時間というある特定の期間の
間同棲していて初めて付随する。反対に、結婚したカ
ップルは、全ての利益と義務への即時のアクセスを持
つ」116とし、「さらに、全ての利益と義務が同棲して
いるカップルに拡大されたわけではない。･･････異
性カップルは、彼らが結婚することを選択することが
できるように、この立法へのアクセスを得ることがで
きる。同性カップルは、彼らが結婚することを禁じら
れているために、アクセスを否定される」117とし、「第
二に、カナダ法務総裁の主張は、［憲章：河北］15条
1項の平等保障のあまりに狭い見方を採る。･･････［憲
章：河北］15条1項は、経済的利益への平等なアクセ
ス以上のものを保障する。それは、個人および集団が
基本的な社会制度から排除されるかどうかをも考慮し
なければならない」118とし、結論として、「この事案
において、同性カップルは、婚姻という基本的な社会
制度から排除されている。婚姻の社会的意義、そして
結婚した人たちだけに利用可能な類似の利益は、看過
することができない。実際、全ての当事者たちは、婚
姻がカナダ社会において重要で基本的な制度であると
いう議論の中にいる。請求者たちがその制度へのアク
セスを持ちたいのは、その理由のためである。排除は、
同性関係が異性関係よりも承認に値しないという見方
を永続させる。そうするとき、それは、同性関係にお
ける人の尊厳を傷つける」119とした。そして、憲章
15条に関する結論として、「前述の分析に基づき、同
性関係における人の尊厳が、婚姻という制度から同性
カップルを排除することにより侵害されるというの
が、私たちの見解である。したがって、『全ての他者
を排除して1人の男性と1人の女性の生活のための自
発的結合』のような婚姻のコモン・ロー上の定義は、
憲章15条1項を侵害する」として、「次の段階は、こ
の侵害が憲章1条の下で正当化され得るかどうかを決
定することである」とした 120。そうした上で、「した

がって、憲章15条1項の下での当該カップルの平等
権の侵害が憲章1条の下で正当化されないと私たちは
結論付ける。カナダ法務総裁は婚姻から同性カップル
を排除する目的が差し迫った実質的なものであること
を論証していない。カナダ法務総裁は、当該目的を達
成するための手段が合理的で自由で民主的な社会にお
いて正当化されることも示すことができていない」121

とした。
以上から、同性婚を否定することは、憲章15条1

項だけではなく、憲章1条においても正当化され得な
いことを明確にHalpern控訴判決は判示した。また、
Halpern控訴判決は、救済方法として、コモン・ロー
上の婚姻の定義のうち、「1人の男性と1人の女性」と
いう文言の無効宣言をし、「2人の人」と再定義する
ことを示し、それが直ちに効力を有すると判示した。
このように、Halpern控訴判決では、立法改正のため
の猶予期間を設けることなく、即時に婚姻を同性カッ
プルにも認めなければならないと判示した。これは、
当事者たちを喜ばせるものであった。「一歩また一歩
と、その権利獲得のために歩みを進めてきた長い歴史
の最後の砦であった『同性婚』」が、Halpern控訴判
決によって「正式な婚姻届の申請をしていた6組の同
性カップルに結婚許可証が発行され」たのである 122。
また、Halpern控訴判決は、「1982年の憲章制定以来
の、同性カップルの権利承認をめぐる法廷闘争の頂点
といわれる。婚姻に伴う利益の問題にとどまってきた
これまでの判例とは違い、婚姻する権利そのものを法
益として認めたことが特徴であり大きな転換点となっ
た」123とも評されている。

Halpern控訴判決が出た後、2003年6月17日、Jean 
Chrétien政権下で、カナダ政府は、ブリティッシュ・
コロンビア州およびオンタリオ州における裁判につい
て上告しないと宣言した。それに代わって、宗教的信
仰の自由も肯定する一方で、市民的婚姻へのアクセス
を同性カップルに広げる法案を起草した。それが、「市
民婚姻法案」である。そして、2003年7月16日、そ
の法案の合憲性を保障するためにカナダ最高裁にその
法案を照会した 124・ 125。この結果、カナダ連邦議会は、
2005年7月20日、同性婚を法律化する市民婚姻法を
制定した。つまり、カナダは同性婚を承認したのであ
る 126。

6.	 Hendricks事件②

2004年3月19日、ケベック州控訴裁判所で出され
たHendricks事件（以下、Hendricks控訴判決）127は、
極めてテクニカルな判決であり、カナダ独自の制度を
問題とした訴訟であるため、ここで詳細を取り扱うこ
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とは避ける。ただ、Hendricks控訴判決においても、「コ
モン・ローか連邦法かという、それらの源にかかわら
ず、異議を唱えられた法概念は、カナダの至る所で同
じである。つまり、婚姻は、すべての他者を排除して
1人の男性と1人の女性の自発的な結合である。憲法
的異議の基礎も、カナダの至る所で同じである。つま
り、同性の配偶者間の市民的婚姻の排除は、憲章によ
って禁止された差別的性質のために、違憲であり効力
がないと言われることである」128ということを受け
入れている。これは、これまで見てきた判決の流れを
踏襲するものであり、また、婚姻制度の中に、同性婚
を含むことを明確にした。

Ⅴ.	 おわりに

判例における「婚姻」概念について、裁判所は、当
初、定義的アプローチによって、「異性愛規範」を重
んじる判決がなされており、これを補強するかのよう
に、「生殖」という問題を提起し、定義的アプローチ
を確固たるものにしようと試みていた。しかし、その
ような中で、機能的アプローチという家族の機能を見
ることにより、「婚姻」概念を基礎づける流れが誕生
していた。その流れは、大きな波となり、EGALE事
件、Halpern事件そしてHendricks事件という3つの下
級審判決における「婚姻」概念を基礎づけるものとな
った。そうした中で、特にHalpern控訴判決後からの
政府の上訴の取り下げにより、古典的な定義的アプロ
ーチの「婚姻」概念は消え去り、新たな機能的アプロ
ーチによって「婚姻」概念を見るようになった。その
ために、Hendricks控訴判決では、同性婚への実質的
な審議を行うことなく、新たな「婚姻」概念を受け入
れるようになった。その「婚姻」概念とは、「全ての
他者を排除して2人の人の自発的な法的結合」である。

EGALE地裁判決まで残存していた「生殖」と「婚
姻」を結びつける考えは、Halpern地裁判決では完
全に消え去り、それに代わって問題は、同性婚を法
律婚の中に含めるのか、それとも法律婚に準じた代
替措置でも良いのかということになった。そして、
「今日の同性結婚をめぐる各法域の制度を概観すると、
（1）伝統的な価値観を維持しようとするアプローチ、
（2）Civil Union型アプローチ、（3）婚姻型アプローチ」

129があるが、「カナダは（1）から（3）へと短期間に
法システムを変更し、かつそれをリードしたのは、（1）
のみならず（2）も、平等権侵害となるとする一連の
判決であった」130のであり、法律婚の中に同性婚を
含めないで代替措置を採ることが、「分離すれども平
等」になり違憲であることは、実際、シヴィル・ユニ

オンを採用していたケベック州において、Hendricks
地裁判決が違憲と判断したことからも分かる。そして、
Halpern控訴判決によって、これは決定的なものとな
ったのである。そして、カナダでは同性婚を認めるに
至ったわけである。
日本において、同性婚を導入することが憲法上可能
であるとする論者は、さほど多くはないように思われ
る。日本国憲法24条が「婚姻は、両性の合意のみに
基いて」と規定しているため、おそらく「同性間の婚
姻が異性間の婚姻と同程度に保障されると解すること
は憲法の文言上困難である」131と考える論者が多い
だろう。そして、同性愛結合を認めるにしても、大抵
が、シヴィル・ユニオン型のような代替案を提示する
にとどまるであろう。しかしながら、これは、日本法
において重大な問題を引き起こす。
性同一性障害者性別取扱特例法（以下、GID特例法）

における性別変更の要件に、「現に婚姻をしていない
こと」（同法3条2号）というものがある。これにつ
いて、立法者は、GID特例法3条2号については、「こ
の場合にも変更を認めると、同性婚の状態が生じてし
まう」132と説明する。そのため、たとえシヴィル・
ユニオン型のようなやり方を日本が採用したとして
も、現に婚姻をしているGID当事者たちの性別変更
はできないのである。しかしながら、私たちの性は多
様であり、性的指向も多様である。「権利および自由
に関するカナダ憲章は、多文化主義とその多様な価値
を承認する」133ようになった 134。この一つの実践が、
同性婚の承認であった。このように考えると、性の多
様性を承認するために、同性婚を考えることは、重要
な意義があるだろう。また、シヴィル・ユニオン型に
内在する「分離すれども平等」故に差別であるという
問題をどのように考えれば良いのだろうか。この点で
も、カナダの実践は、多くのことを私たちに示唆して
いる。
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Ⅰ.	 はじめに

本稿の目的は、1990年代後半から始まった国会運
営の変化に注目し、法案審議データの分析によって、
その要因を一連の政治改革に伴う政党制の変容、とり
わけ与党にとって最大の脅威である野党第一党の戦略
変更に求める理論モデルの妥当性を示すことにある。
結論として、先行研究が軽視しがちだった政党制（選
挙制度）と国会運営の関連性が確認される。

1955年以来、1年足らずの期間を除いて与党にあ
り続けた自民党は、2009年衆院選で野党に転落した。
野党第一党だった民主党は、獲得議席率が単独政党と
して戦後最高となっただけでなく、衆参両院の選挙を
通じ、単独で過半数議席を獲得した戦後初の野党とな
った。この大きな変化は、もちろん直接的には麻生太
郎政権に対する民意によって生じたわけだが、そこに
到るまでには既に多くの変化が起きており、決して突
発的に生じたものではない。民主党が参議院における
比較第一党になった2007年参院選は直近の事例だが、
1989年参院選以来、自民党が衆参横断を回復するこ
とは二度となかった。1993年衆院選では過半数割れ
を起こし、短期間ながら野党を経験している。その後、
村山富市政権への参加を経て、橋本龍太郎政権で与党
に完全復帰したものの、麻生政権まで他党との連立を
強いられた 1。
こうした約20年間の変化を一言で表せば、自民党
の漸進的な弱体化ということになる。佐藤栄作政権に
次ぐ長期自民党政権となった小泉純一郎政権でさえ、
2001年参院選や2005年衆院選では勝利したが、2003
年衆院選と2004年参院選では敗北している。つまり、
自民党は何度か復調したものの、全体的には弱体化し

続けたのである。それは同時に、自民党政権は確実に
弱体化し続けたが、野党による政権交代までには長期
間を要したということでもある。従って、自民党政権
の弱体化には、社会経済情勢の変化といった一時的で
外生的な要因だけではなく、持続的で内生的な要因が
大きく作用したのではないかと考えられる。実際、こ
の20年間には様々な構造的変化が生じており、日本
政治に関する多くの先行研究も分析してきた。しかし
ながら、その多くは有権者や官僚機構の変化に関心を
向けており、最も開放的・継続的に政党政治が展開さ
れる国会の変化はあまり分析されていない 2。
本稿が注目する国会運営の変化は、政府立法の成立
が妨げられているわけではないにもかかわらず、その
審議は一見すると停滞しているというものであり、先
行研究が提示した理論モデルでは説明が難しいもので
ある。そこで、本稿は、野党第一党の行動を中心とし
た新しい理論モデルを提示し、1990年代前半を挟ん
だ国会運営の統一的分析を通じて、その妥当性を主張
していく。1995年前後には、55年体制期の一貫した
野党第一党だった（日本）社会党が支持を失って凋落
し、新たな野党第一党として新進党が結党され、日本
の政党制は根本的に変容した。今日の与党である民主
党が結党されたのも1996年である（当時は第三党）。
本稿の分析からは、細川護熙・羽田孜両政権が短命に
終わり、自民党政権が復活する中で、新進党や民主党
が新たな国会対策を模索・定着させてきた経緯が明ら
かとなる。その背景には、社会党の失敗を意識し、一
連の政治改革の帰結も踏まえ、政権交代を目指す本格
的な野党第一党への機能変化があった。
こうした日本の政党制の根本的変容を理解すること
は、たとえば55年体制期の主要対立軸だった対外政
策の取り扱い方が変化する一方で、今日の民主党政権
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が対外政策をめぐって大きな混乱を抱えている背景を
理解する上でも極めて重要であり、本稿も質的分析と
して検討している。さらに、本稿の分析結果は、派
閥が力を持った中選挙区制時代から、連立政権が常
態化した今日まで続く選挙制度と政権安定性の関係、
1990年代前半と今日における衆参ねじれの質的相違
等、多くの論点の再検討を迫るものでもあり、結論に
おいて今後に向けた示唆を提示したい。
本稿の分析データは、国会での閣法（内閣提出法

律案。いわゆる政府立法）審議に関する諸指標であ
る。与野党対立が現れやすいという意味で、原則的
に、次年度の本予算が審議された国会（以下、予算国
会）において新規に提出された、衆議院先議の閣法を
分析対象とする 3。もっとも、仮説の操作等に支障の
ない場合は、非予算国会や参議院先議の閣法も含めて
おり、その都度明記している。また、年をまたいだ国
会も存在するが、それらは実質的な開催期間に応じて
「立法年」として括っている 4。時期区分については、
1989年までを55年体制期、1995年までを政権不安定
期、そして今日までを連立政権期と呼称する。本稿が
指す「野党第一党」については、第126回国会（1993
年）までが社会党、第129回国会（1994年）が自民党、
第141回国会（1997年）までが新進党、第171回国会
（2009年）までが民主党、それ以降は再び自民党が該
当する 5。
分析対象期間についてであるが、期間を拡大しすぎ
ると、最後の多変量分析において外生的要因の変数化
に困難を来すため、1974年から2007年までを対象と
している。1974年を始点としたのは、前年との差が
明瞭であるとともに、ここを始点とすると連立政権期
との観察数が近似してバランスが得られるからである
6。また、本論で検討する通り、2008年以降は文脈が
特異であり、分析に含めるのは不適切なので、2007
年を終点とした。従って、その他の図表については、
公明党が衆議院に進出し、主要5党体制が確立した
1967年以降を対象とし、煩雑化を避けている。
まずⅡでは、国会運営の変化を概観し、先行研究の
理論モデルではその変化を説明できないことを確認す
る。そこでⅢでは、一連の政治改革の帰結を検討し、
新旧の野党勢力が交代したことによる野党第一党の機
能変化に着目し、野党第一党の戦略変更という基本仮
説の妥当性と、野党第一党を考慮した理論モデルの必
要性を強調する。もっとも、量的分析のみでは限界が
あるため、Ⅳでは衆参ねじれが発生した1989年から
今日までの野党の国会対策の変遷を記述し、野党第一
党主導の変化、及び与党の追随的変化という構図を確
認する。その上で、Ⅴでは説明変数を提示し、議運と
付託委員会の機能変化についての操作仮説を提示す

る。そしてⅥで分析を行い、Ⅶでは結論とともに、選
挙制度と議会政治、議院内閣制と二院制といった論点
について、分析結果を踏まえた示唆を提示したい。

Ⅱ.	 国会運営の変化と国会論

1.	変化の概要

図1は、閣法の成立に要した日数（提出から参議院
本会議での採決までの日数。以下、通過日数）、及び
その内訳について、立法年ごとの中央値を示したも
のである 7。ここでは、重要法案の多寡や会期の長短
によって偏向するのを防ぐため、平均値ではなく中
央値を用いている。一見して明らかな通り、1996年
を境に審議過程の顕著な変化が起きている。すなわ
ち、1996年以降、通過日数は55年体制期の水準に戻
っており、時間的効率性が悪化したように見えるもの
の、その内訳が大きく異なっている。55年体制期では、
衆議院の委員会審査日数（以下、審査日数）と通過日
数が比例しているように、提出された閣法は速やかに
所管委員会へ付託され、与野党の攻防は委員会で展開
されていた 8。ところが、1996年を境に審査日数は急
減し、代わりに議院運営委員会（以下、議運）に留め
置かれる日数（以下、つるし日数）が長くなっている 9。
つまり、提出された閣法は議運に長く留め置かれ、所
管委員会へ付託された後は速やかに審査・上程される
傾向が見られる。このように、通過日数が55年体制
期の水準に戻っているとはいえ、その質的相違は明ら
かである。さらに、2000年代に入ると、通過日数が
55年体制期より伸長する傾向も現れている。
時間的効率性が再び悪化しているとすれば、与党の
選好に沿うという意味での内容的効率性も悪化してい
ると予測されるが、図2から明らかなように、2007年
までに限れば、成立率は政権不安定期と同様に高いま
まであるし、修正率も低いままである 10。まず、55年
体制期の閣法成立率については、議院内閣制の当然の
帰結として長期的には安定している（増山 2003: 37-
41）と結論付けられる一方で、議院内閣制国家として
は低すぎる年（特に1980年前後）があるという比較
研究からの主張（Powell 2000: 60）もある 11。自民党
の優位体制だったとはいえ、野党の選好を無視した法
案が多ければ、効率性が悪化してもおかしくはない。
しかし、そうした傾向は、図1と図2から読み取れる
ように、政権不安定期に入ると変化し、時間的にも内
容的にも効率性は上がった 12。これは、後述する通り、
自民党政権が野党の選好を織り込んだ法案作成を余儀
なくされたためである。



082

5 2011.3

つまり、時間的効率性と内容的効率性が比例して
いない連立政権期の傾向は、端的に言えば不自然で
ある。この疑問は、2008年以降についても言える。
自公連立政権下で再び衆参ねじれが生じた2008年と
2009年の成立率はやや悪化し、修正率は1988年以来
の高さとなった。さらに、民主党（連立）政権となっ

た2010年の成立率は1979年以来の低さであり、再び
大きな変化を見せている。これは、同じ衆参ねじれと
言っても、かつての政権不安定期と今日では文脈が全
く異なることを示唆する。最大の相違は、2008年と
2009年において、自公両党の議席が衆議院の3分の2
以上を占め、参議院に対する衆議院の優越が可能だっ

図1　閣法審議過程に関する諸指標

※対象は、予算国会に新規に提出された、衆議院先議の成立閣法。

図2　成立率と修正率

※対象には非予算国会も含んでいる。成立率は新規提出閣法が対象。修正率は、それら成立閣法のうち、
衆議院先議の閣法が衆議院で修正された割合を示している。
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たことである 13。それにもかかわらず、効率性が上が
ったわけでもないため、政党の行動様式それ自体が大
きく変化したと推測される 14。
いずれにせよ、連立政権期の審議過程は、直前の政
権不安定期だけでなく、55年体制期のそれとも異な
る様相を呈している。依然として成立率が高い状況に
ついては、野党宥和的議事運営、多数主義的議事運営
のいずれと見ても説明できそうだが、なぜ時間を消費
する必要があるのかは理解できない。従って、連立政
権期の国会を理解するためには、先行研究の不備を補
った新たな理論モデルが必要であろう。

2.	先行研究の意義と限界

国会に関する政治学的研究の系譜において、当初
は、官僚主導の政策決定や自民党の事前調整を根拠と
し、国会はゴム印にすぎないとする無能論が主流であ
った（代表としてBaerwald 1974）。それに対し、野
党の影響力は少なくない事後的変換（修正や廃案）を
生んでいるとし、国会は世界的にも遜色ない議会機能
を果たしているという反論が提起された（代表として
粘着性論を提唱したMochizuki 1982。以下、旧機能
論）15。そして、近年の主流は、分析の前提として議
院内閣制下の議会機能を捉え直し、国会は多数派の選
好を最終的に実現する場として正常に機能してきたと
いう主張である（以下、新機能論）。ただし、新機能
論と言っても、分析対象やモデルに取り込まれるアク
ターをめぐって多様化しており、統一性があるわけで
はない 16。まず、新機能論の代表として多数主議論が
ある。多数主義論は、議院内閣制下の議会の主たる機
能は多数意思の承認であり、野党の部分的影響力や瑣
末な事後的変換に重点を置いたモデルを批判する（増
山 2003, 2006）。それに対し、多数派による国会運営
という議院内閣制の帰結を前提しつつも、野党の行動
や細部の立法手続の機能にも注意を払う研究（福元 
2000, 2007; 伊藤 2006b）、あるいは国会中心主義等の
議院内閣制に対する制約も考慮する研究（川人 2005, 
2010）等、中間的立場の研究もある。
ここで重要なのは、野党や立法手続が果たす何らか
の機能、あるいは事後的変換の存在については、無能
論を除き、どの国会論も否定していないことである。
つまり、機能論が妥当としても、Polsby（1975）が提
示した変換機能とアリーナ機能を基準とした場合、国
会で展開されている立法行動を変換指向と見るかアリ
ーナ指向と見るかでモデルが異なり、多様な国会論を
生み出してきたのである。政府立法の大部分が成立す
るという意味で変換機能は限定的だったものの、表に
現れにくい非公式交渉を通じて与党が野党に一定の譲

歩を行う場合が見られ、国会対策の制度化を促してき
たという意味でアリーナ機能も限定的であった17。そ
うした新旧機能論のモデルと国会論の系譜を照合する
と、政権不安定期の国会をどう理解するかが大きな転
機となっているようである。
旧機能論は、会期制や委員会制度等による時間的制
約が粘着性を高めるため、与野党伯仲となれば与党は
協調的にならざるを得ず、与党の立法を少なからず挫
折させることに成功したと主張した18。ところが、図1、
2で見た通り、衆参ねじれが生じて以降、むしろ立法
効率性は高まった。与党のみの支持による立法は不可
能なものの、政府・与党が法案提出の抑制を余儀なく
され、与野党の事前協議が必須となったことは、野党
が国会で抵抗する理由を失わせたのである。これは、
一見すると古典的な無能論が主張した状況であるが、
新機能論、特に多数主義論は、そうした状況を機能論
の視点で分析することを可能とした。すなわち、旧機
能論が重視した与党の譲歩を、不確実性に起因する均
衡外の瑣末な帰結とし、立法が淡々と行われるのは議
院内閣制議会の正常な姿と捉え直すことで、成立の見
込みのある法案しか提出されないのは当然とし、政権
流動化による立法効率性の高まりを説明したのである
（増山 2003: 第9章）。
ところが、前述した連立政権期における国会運営
は、そうした時間的・内容的効率性の比例関係を前提
したモデルでは理解が難しいわけである。新旧いずれ
の機能論に基づくにせよ、委員会審査で目立った対立
もなく、政府・与党の選好を忠実に反映した立法が可
能ならば、そもそも時間をかける必要はない。それに
もかかわらず、全体的な時間消費は増えており、そう
した傾向は、小泉政権下で自公連立体制が安定化した
2000年代に入って強まってさえいる。つまり、1990
年代後半、既存の理論モデルでは把握できないアクタ
ーの行動様式の変化が起きたと推測できよう。行動様
式を変化させる必要があるのは、ルール（制度）が変
更され、従前の戦略が合理的とは言えなくなった時で
ある。従って、連立政権期の国会運営を理解するため
には、国会運営を制約する諸制度にどのような変更が
あり、そうした変更が与野党というアクターにどんな
戦略変更を強いたのかという検討が不可欠である。次
節では、そうした検討を行った上で、野党第一党の戦
略変更という基本仮説の妥当性を主張する。
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Ⅲ.	 政治改革の帰結と野党第一党の
戦略変更

1.	政治改革の帰結

1990年代は政治改革の時代であり、戦後の日本政
治を構造化してきた重要制度が大きく変更された。日
本の政治体制の根幹は、改正が極めて難しい憲法によ
って規定される議院内閣制であるが、国会と内閣の細
部にわたる関係は下位制度に規律される。そうした下
位制度を大幅に見直す一連の改革が政治改革と総称さ
れ、本稿が注目する時期に集中的に立案・施行された。
政治改革の帰結を理解することが、新しい理論モデル
の基礎として重要である。

（1）選挙制度改革

リクルート事件と、それに伴う衆参ねじれ（1989
年参院選）を契機として強まった政治改革の流れは、
まず中選挙区制への批判から始まった。自民党が与党
であり続けるために不可欠だった同一選挙区での同士
討ちが、利益誘導型の金権政治の温床とされたのであ
る。小選挙区制を導入する選挙制度改革案は、1991
年に閣法として、1993年には議員立法（自民党改革
派議員提出案と社会・公明両党提出案）として提出さ
れたが、議席消滅を恐れる与野党双方の議員の反対に
遭い、自民党政権下では成立しなかった。最終的に、
現行の小選挙区比例代表並立制は、非自民の細川政権
下で採用が決まった（1994年1月）。現行選挙制度に
よる最初の総選挙は1996年10月に実施されたが、同
年1月には橋本政権が発足し、自民党が名実ともに与
党へ復帰していた。また、1994年12月には、小選挙
区制の効果を意識して最大野党の新進党が結党されて
いた。自民党と大規模化した野党第一党が小選挙区で
議席を争うという構図が確定的となったのが、本稿も
注目する1996年である。
現行選挙制度の導入は、2つの重大な効果をもたら
した。第一に、政党組織の集権化を促したことである。
政党（党首）イメージが候補者イメージよりも重要と
なり、所属政党の公認が議員の再選にとって不可欠の
資源となったのである（蒲島 2004: 第14章）。議員は
所属政党への依存を強めざるを得ず、とりわけ派閥抗
争に悩まされ続けた自民党においては執行部の求心力
が相対的に強化された 19。つまり、族議員の介入に代
表される政策過程の分権化が抑制され、政党の選好を
首相の選好に一致させる体制が整ったのである（川人 
2010）。そして第二に、Duverger（1954）の法則通り、
小政党にとっては、影響力の減退どころか存続すら危
うくなったことである。特定の支持者だけ囲い込めば

小政党が存続できる環境ではなくなり、有権者全員の
選好、すなわち世論を意識して行動し、大規模化する
ことが、影響力行使のほぼ唯一の手段となったのであ
る。

（2）行政・国会改革

選挙制度改革から始まった政治改革は、最終的に行
政・国会改革で終了した。行政改革の流れは、1961
年の第1次臨調（臨時行政調査会）設置から、今日の
民主党政権における行政刷新会議まで続く長いもので
あるが、大きく進んだのは中央省庁再編を実現した橋
本政権下においてである。行政改革は国会運営と直接
的関係を持たないが、内閣の統合機能を強化し、立法
の主導権を官僚から政治家へ取り戻すという意味では
間接的に作用しただろう。実際、行政改革というルー
ル変更の効果は、官邸主導の定着という形で継続して
いると言う（待鳥 2008）。
国会運営にとっては、国会改革が最も重要である。

小渕政権下の1999年に自民党は自由党と連立したが、
その際に自由党が条件としたのが国会改革の実行であ
った。同年に制定された国会審議活性化法は、官僚の
答弁（政府委員制度）の原則的廃止、副大臣・大臣政
務官の設置、党首討論（国家基本政策委員会）の導入
を柱とする。その目的は、行政改革による政治主導
の追求と連動した、国会のアリーナ機能の強化にあ
る 20。同法は自民・民主・公明・自由4党による議員
立法として提出されたが、社会党の後身である社民党
が、同法は「議院内閣制の本来の機能を強化するもの
ではない。それどころか、与党と内閣の一体化による
強権的政治の土壌になる危険性すらある」として反対
した点は重要である 21。すなわち、55年体制期の野党
第一党が国会独自の与野党間交渉の衰退を恐れる一方
で、新しい野党第一党はそうした行動様式を積極的に
放棄したわけである 22。この帰結は選挙制度改革の帰
結とともに重要であり、次節の質的分析で詳しく検討
する。
さて、基本仮説の提示に移る前に、議事手続の変更
等、より直接的なルール変更はなかったのかという疑
問に答えておこう。憲法を別とすれば、議事手続を規
定する制度には、国会法と衆参両院の規則、それらの
隙間を埋める先例がある 23。結論として、これらのル
ールに重要な変更はない。1996年以降、国会法は10回、
衆議院規則は6回、参議院規則は8回改正されており、
そのうち衆参両院における（決算）行政監視委員会
の新設（1997年）、国会審議活性化法制定に伴う改正
（1999年）、そして省庁再編に伴う委員会再編（2000年）
等は重要とも言えるが、前述した行政・国会改革に吸
収されるものである 24。議事手続に関する先例につい
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ては、追録を含む最新版を確認する限り、1996年以
降に追加されたものはない 25。たとえ確立された慣行
であっても、弾力的な活用を図る等の趣旨から先例と
して成文化されず、そのまま運用されることの方が多
い（浅野・河野編 2003: 144-5）。結局は、行動様式の
変化という問題と同一ということになる。

2.	野党第一党を考慮した基本仮説

政治改革の経緯から、与野党間競争の変容の構図が
浮かび上がる。55年体制を担った旧野党は、存続す
ら危うくさせる選挙制度改革や、影響力行使の機会を
奪いかねない国会改革に強く反対する一方で、新野党
はそうした改革を提唱した。最大政党の自民党はどの
政治改革にも賛成したが、結局は野党に主導される形
で追随的に承認したにすぎない。従って、国会運営の
変化を理解する上で野党を無視することはできない。
以下の通り、野党を無視したまま図1と図2を整合的
に解釈することは無理である。
第一に、通過日数の伸長にのみ着目し、55年体制

期のような与党主導の国会運営が復活したという解釈
があり得る。確かに、橋本政権から麻生政権に到るま
で、小渕政権下の一時期を除き、自民党は他党との連
立によって衆参ねじれも解消しており、法案提出を抑
制する動機が弱まっても不思議ではない。しかし、審
査日数の短縮だけに限れば、そうした解釈が成り立つ
ものの、なぜつるし日数は増加しているのか、つまり
委員会付託を遅らせる必要があるのかは判らないまま
である。
第二に、一連の政治改革の効果とする単純な解釈

もあり得る。確かに、国会運営に直結する国会改革
は、変換機能ではなくアリーナ機能の強化を目指して
おり、通過日数の伸長とは何ら矛盾しない。また、選
挙制度改革による自民党の集権化は、提出された法案
が成立する可能性を一段と強めたはずであり（不確実
性の低下）、成立率は高いという現象とも矛盾しない。
しかし、アリーナ機能が重視されるようになったなら
ば、質疑・討論が行われる委員会の審査日数が伸長し
なければおかしい。しかも、政治改革と国会運営の変
化の流れには、かなりの時間差がある。本稿が注目す
る変容が始まったのは1996年であるが、その時点で
既に変更されていたのは選挙制度だけであり、国会改
革の実施は1999年である。さらに、選挙制度改革の
帰結としての自民党の集権化、及び行政改革の帰結と
しての内閣の統合機能強化は、小泉政権が発足した
2001年から始まったとされる 26。
以上のような矛盾を解消するためには、やはり野党
の存在を考慮し、与野党間の相互作用を捉えた理論モ

デルが不可欠である。まず、つるし日数と審査日数の
逆転による通過日数の伸長については、与党主導の国
会運営を許容しつつも、野党は委員会審査の迅速化に
同意しており、委員会付託前の時間が何らかの機能を
果たすようになっていると解釈できる。次に、政治改
革と国会運営の変化の時間差については、一連のルー
ル変更がまず野党の変化を促し、与党はそれに対応し
つつ変化していったと解釈できる 27。すなわち、1996
年の自民党（連立）政権の復活とともに野党が変化し、
次いで自民党が追随的に変化し、その流れが2000年
代に入って確定的になったと解釈すれば、図1の傾向
とも矛盾しない 28。この解釈から導かれるのは、政権
不安定期に顕著だった総与党化傾向から野党が脱却
し、与野党対立が再燃する一方で、少なくとも新野党
は議事の遅延といった55年体制期の国会対策を放棄
したという基本仮説である。
本稿と同様に、1990年代後半からの政治変動に注

目した伊藤（2006a）は、「1990年代初頭から、外生
的要因として政治経済の国際化、マクロな社会学的要
因として都市化や有権者の意識変化など」が一連の政
治改革を促したが、「明文上の制度改革」が「共有さ
れた予想」として定着するかは別問題とし、媒介変数
としての「文脈と戦略」の重要性を強調する。文脈と
しては「無党派層の増大、自民党の支持率の低下と支
持組織の衰退、自民党を脅かす民主党の伸張、選挙に
おける党首のイメージ効果の増大」を、戦略としては
小泉元首相に代表される「新しい制度的梃子や文脈を
積極的に利用する」ことを挙げる。本稿は、そのうち
の外生的要因、及び「民主党の伸張」を重視する視点
を共有する。
ただし、本稿が文脈として重視するのは、民主党
の「伸張」ではなく「戦略変更」であり、伸張を戦略
変更の帰結と見る点で異なる。言い換えれば、初めて
「新しい制度的梃子や文脈を積極的に利用」したのは、
実は与党ではなく野党であると見る。制度が変更され
ても、アクターの行動様式が直ちに変わるわけではな
い。最初に行動様式を変える必要があるのは、旧制度
から利益を享受していなかったアクターである。前述
した新野党は、まさにそうしたアクターである。そし
て、自民党や社会党のように、旧制度から利益を享受
していたアクターは、新制度下で効用最大化を図るた
め、既存の行動様式を変える必要があるか否かを見定
めながら、漸次的に行動様式を変えていく。この予測
は、制度変化による当事者間の再契約と行動安定化の
漸進性というNorth（1990: ch.9）の理論モデルにも
合致するものである。
以上の検討から明らかなように、自民党に危機感を
抱かせるほどの野党と言えば野党第一党しかなく、と
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りわけ重要なのが社会党に代わる野党第一党となった
新進党や民主党である。民主党に関しては、たとえば
政策指向から政権指向への戦略変更により、離党者を
少数に食い止め、議席を増やすことに成功したとする
研究が既に存在する（Kato and Yamamoto 2009。ま
た山本2010参照）。こうした野党第一党の大規模化が、
政党制の変容を通じて国会運営にどのような影響を及

ぼしたのかについて、集計データを用いて概観してお
こう。

3.	野党第一党の大規模化の効果

55年体制期の政党配置は1993年衆院選前に終わり、
1996年衆院選前には新進党と民主党に野党が合流す

図3　議席率
（a） 衆議院

（b） 参議院

※衆議院の第一党は第171回（2009年）まで自民党、それ以降は民主党。参議院の第一党は第
166回（2007年）まで自民党、それ以降は民主党。衆議院の第二党は、第129回（1994年）
まで社会党、第141回（1997年）まで新進党、第171回（2009年）まで民主党、それ以降は
自民党。参議院の第二党は、第132回（1995年）まで社会党、第141回（1997年）までが新
進党（平成会）、第166回（2007年）までが民主党、それ以降が自民党。
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る傾向が強まった。新進党の敗北後に再び小政党が乱
立したものの、その後は2000年と2003年の衆院選前
にほとんどの野党が民主党へ合流し、自民・民主の二
大政党が議席の大部分を占めるに到っている。図3に
示す通り、近年の衆議院においては、自民・民主両党
が90%前後の議席を占めている。参議院ではやや下
がるものの、近年は一貫して85%前後の議席を占め
ている。中道政党や共産党の議席率は55年体制期に
比べて低下しており、与党にとっての野党第一党の脅
威は格段に増したはずである。
図4は、全政党が対象の場合と、独自行動の多い共

産党を除外した場合に分けて、成立法案の全会一致
率を示している 29。政権不安定期に全会一致が増え、
1996年前後を境に減少へ転じる傾向は両線に共通で
あり、やはり通過日数の伸長は与野党対立の再燃を示
しているようである。実際、55年体制期と連立政権
期の平均全会一致率を比較すると、それぞれ40.5%と
42.4%（共産党を除いても64.7%と61.4%）となり、
数値はほぼ一致する。もっとも、図5に示す通り、そ
の実態は55年体制期と大きく異なっている。図5は、
野党第一党、中道政党、そして共産党それぞれの賛成
率と、野党第一党が賛成する一方で中道政党のみ反対
した閣法の割合（共産党は除外）を示している 30。55
年体制期には、自民党と野党第一党（社会党）の間に
中道政党が位置するイデオロギー配置が固定されてお
り、中道政党の逸脱はほぼ皆無である。ところが、連
立政権期に入ると全く逆転し、野党第一党（民主党）

の政策位置が自民党と隣接する一方、中道政党は徐々
に独自行動をとり始め、民主党が総選挙で躍進した
2000年から、民主党と自由党が合同する2003年にか
けて急増する 31。2004年以降は民主党を中心とした
野党共闘を意識してか減少するものの、依然20%前
後の法案で独自に反対している。先行研究も、社民党
に代表される中道左派が、連立与党の時から既に革新
へ回帰し始め、2000年前後からその傾向が一層強ま
っていることを指摘している（増山 2003: 第9章 ; 品
田 2002）。これは、二大政党への収斂が進む中で、中
道政党が支持調達のために自民党と民主党の間から抜
け出したことを意味する 32。野党第一党と中道政党の
平均賛成率を比較すると、それぞれ55年体制期には
65.1%と78.2%、連立政権期には76.1%と67.1%とな
り、両者の政策位置は対称的に逆転した。
要するに、同じ与野党対立と言っても構図は全く異
なる。多党制下で複数の野党が賛否を示す場合と、二
大政党制に近い状況下で野党第一党が賛否を示す場合
とでは質的に大きく異なる。連立政権期に全会一致が
減ったのは、野党第一党以外の中道政党のみが左派色
を強めたからであり、与野党対立が先鋭化したからで
はない。55年体制期に比べて議席率を15%前後上げ、
政策的にも与党と隣接した野党第一党が加える制約は
大きくなったはずである。従って、新しい理論モデル
に基づき、国会運営の変化を野党第一党の新しい戦略
の帰結として整合的に解釈できれば良いことになる。
この点で、本稿の視点は、立法過程を「与党と野党の

図4　全会一致率

※非予算国会も対象とし、参議院先議の閣法も含めている。
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合作」として把握する福元（2007）の視点と同じで
ある。
では、具体的には、野党第一党の国会対策はいかな
る戦略に基づき、どう変化したのだろうか。野党第一
党が政策空間上で与党と隣接したことは、二大政党
は支持拡大のために政策位置を有権者の中位選好に
近付けるというダウンズ・モデルの予測通りである
（Downs 1957: ch.8）。しかし、多くの法案を支持せざ
るを得ない反面、あくまで他党との相違を維持しな
ければ得票を減らす危険性が出てくる（Adams 2001: 
ch.7）。野党第一党の戦略が国会対策に反映される過
程は、なかなか量的分析のみでは把握が難しい。そこ
で、操作仮説を提示する前に、歴代の野党第一党の国
会対策を検討し、野党第一党の戦略変更と国会運営の
変化の関係を確認しておこう。これは、野党に関する
体系的研究全般が少ない中で、国会研究における野党
第一党の重要性を認識するためにも重要である。

Ⅳ.	 野党の国会対策の変遷

1.	 55年体制下の野党の行動

前述した通り、政府・与党の立法作業の完成を主た
る機能とする議院内閣制議会では、部外者である野党
は原則的に態度表明に専念することになるものの、日

本の国会は部分的な変換機能を営むことでアリーナ機
能を限定的にしてきた。その要因として自民党の分権
性や官僚機構の自律性等が主に指摘されてきたことは
既に触れたが、野党もアクターとして考慮した場合に
重要なのは選挙制度である。戦後長く採用されていた
中選挙区制は小選挙区制と比例代表制の中間的制度
で、小選挙区制よりは比例性が高く、小規模の野党も
一定の議席を持つことが可能であった（see Taagepera 
and Shugart 1989; Lijphart 1999）。Strøm（1990）は、
選挙（得票率や議席）についての予測が立てやすいほ
ど政党は政策位置を変えないという命題と、多党制下
では優位政党が伸張するほど他の政党は得票最大化を
追求するという命題を導いている。これらの命題は
55年体制期の野党の行動に合致するだろう。自民・
社会・公明・民社・共産の主要5党体制は中選挙区制
下の均衡であり（Kohno 1997: ch.7）、野党各党の政
策配置はほぼ固定していた（増山 2003: 第5章）。つ
まり、野党各党は選挙についてほぼ確実な予測を立て
られ、政策位置を動かす（新たな支持者を獲得する）
必要はなかった。ただし、自民党の優位性が高まると、
野党各党は選挙協力等を通じて野党陣営の得票最大化
を図り、与野党伯仲等の成功を収めることもあった
（Christensen 2000）。このように、55年体制期の野党
は、中選挙区制の恩恵で臨機応変の国会対策が可能で
あった。表で反対を強調しつつ裏で妥協を図り、その
結果が有権者の中位選好に反するとしても、自党の支

図5　政党の賛成率

※非予算国会も対象とし、参議院先議の閣法も含めている。
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持者の中位選好に反しない限り再選は保証される。と
りわけ、野党第一党としての地位を得ていた社会党に
とっては、政策位置を動かさないことが最適な生存戦
略だったのである 33。
従って、自民党が許容する限り、55年体制下の野
党にとって、最初から賛否を明らかにして態度表明に
専念するというという選択が最適とは限らなかった。
自民党としても、公明党や民社党、あるいは新自由ク
ラブといった中道政党が存在することは、それだけ交
渉の選択肢が広いことを意味し、政党に応じた臨機応
変の懐柔策が可能だったのである。福元（2000）の
分析は、委員会審査の日数と回数は必ずしも比例せず、
日数が短くても回数の多い法案、逆に回数は少ないの
に日数だけは長い法案があることを示した（26-30）。
そして因子分析の結果、討議型・粘着型・標準型（提
出時期によって早期と晩期がある）という三つの法案
審議様式が類型化された（65-74）。委員会審査の日数
だけが長い法案は粘着型に当たる。こうした審議様式
が可能であったところに野党の国会対策の曖昧さが現
れているが、少なくとも55年体制下では野党の最適
戦略に基づく戦術だったわけである。

2.	政界流動化と野党の試行錯誤

1989年に自民党が参議院での過半数議席を失い、
野党との事前協議を余儀なくされたことは、自民党の
国会運営だけではなく、むしろ野党の活動方針にも大
きな変化を促した。前述した通り、自民党は予め主要
野党の賛否を確認した上で法案を提出するため、野党
は国会で抵抗姿勢を示す根拠を失い、外部には野党が
何ら議論をしないままほぼ全ての法案が成立していく
ように映るため、野党に対する批判が高まったのであ
る34。国会改革の議論はリクルート事件を契機として
生じ、非自民政権が誕生するまで継続されていた 35。
もっとも、非自民政権は短命に終わり、選挙制度改革
の他には政治資金改革が行われるに留まった。国会改
革の完結は、前述した1999年の国会審議活性化法の
制定まで待たなくてはならず、それまでの約9年間、
野党は国会対策を試行錯誤していくことになった。以
下では、野党第一党を中心として国会対策の変遷を確
認しておこう。
社会党は、1992年のPKO協力法案の採決に際して

議員総辞職の示唆と牛歩戦術を行使し、党内外から批
判を浴びた。そもそも、1989年参院選で大勝したに
もかかわらず、1990年衆院選や1992年参院選では一
転して伸び悩んだことから、硬直化した階級政党の限
界を示し、政権交代可能な野党第一党にはなれないの
ではないかと言われた 36。前述した通り、硬直化した

政策を掲げても議席を維持できる中選挙区制に固執す
る社会党は、もはや革新派・改革派ではなく「守旧派」
であるとの批判すらあった 37。その後、今後は議論で
対抗するようにしたいが、そのためには国会改革が必
要であるとし、国会対策を変えられないのは国会制度
が変わらないからだという認識を示していた 38。そし
て、社会党の凋落を決定付けたのが、非自民の細川政
権を離脱し、55年体制下では宿敵だったはずの自民
党と連立して1994年に村山政権を発足させたことで
ある 39。その際には、「これまでの『政敵』を失った
ことによって、新しいアイデンティティー（自己存在）
の確立が求められ」、「党にとって『政敵なき時代』は
初めての体験であり、全党員はあらゆる固定観念、慣
行から自らを解放し」なければならないと述べ、それ
までの国会対策が普遍性のないものだったことを露呈
した 40。他の野党は、社会党の政権離脱を非難し、国
会改革の継続を訴えつつも、1994年時点で具体案を
示したのは民社党だけであった 41。社会党に代わる野
党第一党になった新進党は、前身である改革推進協議
会が発表した声明で国会改革の必要性を述べていた
が、具体案を示すことはなく、その後の結党宣言や綱
領、重点政策では触れられていない 42。
社会党に代わる野党第一党となった新進党は、政権
交代可能な野党第一党を目指し、保守中道の第二党と
して1994年12月に結党された。衆議院での議席は自
民党に32議席差まで迫り、1995年参院選でも躍進し
たことから、自民党に未曾有の危機感を抱かせた 43。
社会党の失敗を受け、政治家や支持者の間では、次世
代の野党第一党は保守系でなければならないという認
識が広がっていた 44。
このように期待は大きかったものの、政策によって
は自民党より保守的とも言われた新進党の国会対策は
定まることがなかった 45。まず、1995年は阪神大震災
や地下鉄サリン事件といった外生的要因に左右された
一年となり、新進党は与党に対して協調的にならざる
を得なかった 46。1995年に提出された閣法119件のう
ち、新進党が反対したのは3件だけである。図1と図
2で確認できる通り、1995年の閣法成立率は戦後初め
て100%となり、通過日数も最短になった。しかし、
1996年になると、年明け直後に自民党政権が復活し、
衆議院解散が噂されるようになった。そして、通常国
会では前年から懸案となっていた住専（住宅金融専門
会社）処理への公的資金投入が最大の争点となった。
新進党は世論の反発を捉え、1月には議員辞職の示唆、
3月には3週間余りの委員会室封鎖という戦術をとり、
予算成立阻止を訴えた。ところが、支持率はむしろ低
下し、党内の亀裂を深める結果にもなった 47。加えて、
自民党との「保保連合」を模索するなど戦略が転々と
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したことも重なり、10月の総選挙では敗北した。翌
年になると、所属議員による詐欺事件が発覚して党大
会を延期するなど混乱が増し、約2ヶ月遅れた党大会
では「選挙結果をふまえて政権構想および選挙戦略・
戦術を練り上げ（る）」と述べるに留まるなど、明確
な戦略を打ち出せないまま同年末に解党した 48。本稿
が注目する変化は1996年に始まっており、その意味
で新進党の国会対策が作用したことは疑いないもの
の、それが行動様式として定着していたわけではなか
ったということになる。もっとも、新進党最後の党首
である小沢一郎の結党した自由党が、小渕政権との連
立の条件として国会審議活性化法制定を挙げたのは前
述の通りであり、新進党の行動原理が今日まで国会運
営に影響している事実は否定できない。
さて、そうした新進党の失敗を意識したのが民主党
であった 49。民主党においても、当初は国会対策を明
確化していたわけではなく、自民党と協調しすぎる等
の批判があった 50。ただし、民主党が新進党と決定的
に異なったのは、しばらくは政権を目指さず、政策論
争に徹する一方、反対する理由のない法案には賛成す
るという「政策提言型の建設的野党」を当初から標榜
したことだった 51。1998年には新進党から分党した諸
党と合同して野党第一党となるが、同年4月27日の
統一大会で示された「基本政策」においては、「言論
の府として議員相互の自由闊達な議論ができるよう、
国権の最高機関としての国会運営の仕組みを変える」
とした上で、政府委員制度の廃止の他に内閣の統合機
能強化といった提言にも踏み込んだ。これは自由党が
自民党に対して国会審議活性化法制定を求める以前の
ことであり、内閣の統合機能強化の提言は、与野党取
引を前提とした55年体制期の国会対策を自ら放棄し
たことを意味する。これを機に民主党は政権交代を目
標と明示するに到り、翌年には「次の内閣」を発足さ
せた。
民主党の国会対策がより明確化するのは2000年総

選挙以後である。「2001年度活動方針」（2001年1月
20日）では、「対案・修正案の作成や賛否の方向性の
早期策定など、より鮮明にして、わかりやすい法案、
政策対応を追求」すると初めて記された。この文言は、
そのまま2002年度（2002年1月19日）と2003年度（2003
年1月19日）の「活動方針」にも記された。その後、
自由党との合同で大規模化した民主党が、2003年総
選挙以来「マニフェスト政治」を掲げてきたのは周知
の通りである 52。
以上のように、1990年代前半の総与党化傾向によ
って批判を受けた野党勢力は長く国会改革を主張し続
けたが、実現までには約9年を要し、社会党や新進党
は国会対策を明確化できないまま衰退・消滅した。最

終的に、それらの失敗を意識した民主党は、法案への
賛否を初めから明らかにし、野党第一党として初めて
内閣機能の強化に言及するなど政策論争を重視する方
針を打ち出した。民主党が公言する方針から形式的に
推論すれば、国会対策は法案の内容に依存し、国会審
議の態様は賛否によって二極分化することになる。も
ちろん、野党の形式的方針を額面通り受け取ることは
できないが、本当に行動様式として定着したか否かは
後に計量的に明らかにされる。

3.	与党の追随的変化

いかに野党が国会対策を変更しようと、与党がそれ
に応じない限り変化は生じないわけだが、実際に変化
は生じているので、与党も国会対策を変更したことに
なる。与党も穏便な国会運営を望むのが当然であり、
可能な限り野党の要求に応じるのは合理的選択であろ
う。その場合、民主党のように初めから賛否を明らか
にして国会対策を二極分化させるとすれば、与党にと
っても国会運営コストは55年体制期に比べて下がる
ことになり、そうした選択をする可能性はより増すと
考えられる。実際、1996年10月の総選挙以降、野党
各党が法案ごとに与党との政策協議・連合に応じるよ
うになったため、与党としては国会運営を行いやすく
なったと言う 53。与野党双方の国会対策が変わったの
か否かを問われた自民党の森喜朗幹事長（当時）は、「自
社さ連立政権が大きな転機だった。共産党を除く政党
がみな政権について、政権運営が大事なことがわかっ
てきた」と述べている 54。前述した野党の行動様式と
同じく、与党の国会運営も定着したものかどうかは後
に解明されるが、少なくとも野党の変化が与党にも感
じられていたことは確かなようである。
むしろ強調しておきたいのは、そうした与党側の認
識から、最初に国会対策（戦略）を変更したのは野党
であり、与党は追随的に変化していったという基本仮
説の妥当性が裏付けられることである。たとえば、国
会審議活性化法制定は、前述した通り自由党が政権参
加の条件としたことだが、自民党内には「なぜ野党に
有利な改革をしなければいけないのか」という消極論
が根強かった55。つまり、アリーナ機能の強化という
国会審議活性化法の効果が2000年頃から現れたとし
ても、それは既に存在した野党の新しい行動様式を定
着させたにすぎないとともに、与党側には国会対策を
変えようとする積極的な誘因は存在しなかったのであ
る。これは、自民党内の政策決定過程の変容は小泉政
権発足によって始まったという、前述した先行研究の
指摘とも合致する。
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4.	野党第一党の機能変化の一例：防衛関係2法
の審議
ここで、野党第一党の機能が変化した一例として、

55年体制下で保守・革新対立軸を代表する論点だっ
た安全保障政策について、代表的立法である防衛庁
（省）設置法と自衛隊法（以下、防衛関係2法）の審
議過程を取り上げ、概観しておこう。これにより、選
挙制度改革を境として区分される55年体制期と連立
政権期における、野党第一党の行動様式の相違が明瞭
になる。ここでは、衆議院が先議した新規法案で、提
出された国会で成立した法案のみを取り上げる。

1964年以来、社会党が事実上の綱領としてきた「日
本における社会主義への道」は、自衛隊の解体と日米
安保条約の破棄による非武装中立化を掲げ、前述した
村山政権下の政策大転換に到るまで社会党の行動ルー
ルとなった 56。1984年の第48回党大会（続開）では、
それまでの自衛隊違憲論を微妙に修正し、自衛隊は違
憲だが法的に存在しているという公式見解を議決し、
現実路線への道筋をつけたものの、違憲論は一貫して
変わっていない 57。
そして、新しい野党第一党となった新進党や民主党
は、当然ながら社会党のような安全保障政策を最初か
ら放棄している。新進党結党大会で採択された「重点
政策」では、「わが国およびアジアの平和と安定にと
って、日米安全保障体制は極めて重要な役割を担って
おり、今後ともこれを堅持する」とした上で、「自衛
隊の組織・人員・装備の全般について、効率化、適正
化を進め」、「危機管理能力の向上をはかり」、「防衛計
画の国会承認等を内容とした『安全保障基本法』の制
定を検討する」として、保守色を前面に打ち出してい
た。また、民主党も、統一大会において採択された「基
本政策」で、「日米安全保障条約を引き続きわが国の
安全保障政策の基軸に据える」とともに、有事関連法
制の必要性に言及するなど、やはり社会党とは全く異
なる安全保障政策を鮮明にしている。

1956年から2009年までに、防衛関係2法の改正案
（新規）は合計で76件提出されているが、そのうち提
出された国会で成立したものは34件にすぎない（残
余の42件のうち16件は後の国会で成立）。成立しな
かった事例は社会党時代に限らず民主党時代にも存在
し、程度の差こそあれ、今も防衛関係2法関連法案は
慎重に取り扱われている。
表1は、その34件について、衆参両院での審査回

数を示したものである。社会党は、1956年から1993
年まで、防衛関係2法改正案に対しては全て反対し続
けた。前述した通り、「法的存在」論を公式見解とし
て以降も、「違憲」論は村山政権時まで変えていない。
ところが、一方で、議事が進まないほど紛糾した会議

はほとんどないという事実にも注意する必要がある。
数少ない紛糾例としては、第24回と第43回の国会が
ある。前者の内閣委員会（1956年3月1日）では、当
時の鳩山一郎首相の委員会出席と審査継続を求める動
議が提出されたが否決され、採決に到っている。そし
て後者の内閣委員会（1963年6月20日）では、第二
次防衛力整備計画に基づく自衛隊員の増員を内容とす
る改正案について、会議が全く開けず、わずか10分
で終了している（結局廃案となる）。こうした事例が
ありながらも、その他の審議では整然と質疑が進み、
多くの場合反対会派の討論をもって採決に到ってい
る。衆議院での審査回数を見ると、1962年までは10
回を越えることもあったが、それ以降は8回前後で安

表1　防衛関係2法の審査回数

立法年 提出国会 提出番号 衆・審査回数 参・審査回数

1956 24 42 9 9
1956 24 43 9 9
1957 26 26 11 5
1957 26 27 11 5
1958 28 32 10 9
1958 28 33 10 9
1959 31 94 10 2
1959 31 95 10 2
1961 38 27 13 9
1961 38 28 13 9
1962 40 87 8 3
1967 55 12 7 6
1969 61 5 8 4
1970 63 23 6 3
1973 71 7 8 9
1980 93 1 3 5
1986 107 10 4 3
1996 136 30 2 2
1996 136 98 2 2
1997 140 21 2 2
1998 142 24 1 3
1999 145 19 1 2
1999 145 87 1 2
2000 147 18 2 2
2001 151 29 2 2
2001 153 4 6 6
2002 154 13 2 2
2003 156 36 2 2
2004 159 17 2 2
2004 159 104 17 9
2005 162 38 7 4
2006 164 20 3 2
2007 166 28 3 2
2009 171 31 3 2

※非予算国会も含めているが、提出された国会で成立したも
ののみ対象としている。
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定するようになる。つまり、保革対立軸の代表とも言
える安全保障分野で、社会党が自民党政権との対立を
演じたのは確かであるが、有権者一般に向けた争点化
を図ったとは言えない。社会党の非武装中立論は党の
行動を強く制約する路線であり、審査を重ねても反対
姿勢が変わるわけではなく、国会で審議される以上は
反対を貫くという態度に終始したのである。
そして、1995年以降の新進党・民主党の時代にな

ると、審査回数はほぼ3回前後になり、防衛関係2法
が与野党対立の象徴となるような事態は稀となる。第
140回国会に提出された防衛庁設置法等改正案は、即
応予備自衛官の導入等を内容としており、上述した社
会党時代の紛糾例における内容と類似するが、衆参両
院とも委員会審査回数はわずか2回であり、反対した
のは共産党だけだった。
民主党時代においても、第153、159、162の各回

を除き、審査回数は2-3回である。第153回国会では、
アメリカ同時多発テロを受けた自衛隊による基地警備
等を可能とする改正案が出され、最終的に民主党も原
案に賛成している。第162回国会での改正案は、民主
党が唯一反対したものである。これは、ミサイル防衛
システムの運用開始に伴う組織改編等を目的としてい
たが、民主党は修正案を提出し、政府原案と与党修正
案に反対する対応をとった。つまり、大枠には賛成し
ていたのであり、民主党は反対討論において、「修正
協議が不調に終わった今、問題点を内包する法案に対
し、事実上原案のままで賛成することは、将来、政権
を担うべき責任政党としてあるべき態度ではないとの
結論に達し」たために反対したと述べている58。それ
より以前の第159回国会には、いわゆる国民保護法が
提出され、委員会審査回数は衆議院で17回、参議院
で9回に及んだが、最終的に与野党で修正協議がまと
まり、民主党も賛成している。賛成討論の中で、民主
党は「我が国の緊急事態に際して、我が国が適切かつ
効果的に対処することができるよう、今後も必要な法
制、体制の整備などに全力で取り組んでいくことを約
束」すると宣言している 59。野党第一党にとり、安全
保障政策は、もはやイデオロギーに制約された硬直的
分野ではなくなり、広い政策位置の下で臨機応変に対
応する分野へ変化したと言える。党綱領の強い制約を
受け、審査回数を重ねるだけで反対姿勢を変えなかっ
た社会党とは異なり、新進党や民主党は、賛成方針の
防衛関係2法については迅速な通過に同意しているこ
とが判る。
以上より、今日の野党第一党の機能が根本的に変化
し、国会運営の変化に影響している一端を確認できた。
もちろん、安全保障政策であるため、冷戦の終結とい
う外生的要因が間接的に作用した側面もあろう。しか

し、むしろここで強調すべきなのは、そうした野党第
一党の中道化と大規模化を促進した政治改革の帰結が
明瞭に現れているということである。前述した通り、
多党化を促す中選挙区制の制約を受けた社会党は、支
持者を維持するために政策位置を固定しており、党綱
領に明記された安全保障分野はその典型であった。そ
れに対し、小選挙区制の効果を意識した新進党や民主
党は大規模化を模索し、有権者の中位選好を包含する
政策位置まで動いたのである。第159回国会での審査
回数と修正協議の存在からうかがわれるように、野党
第一党の国会対策が賛否に応じて二極分化すると同時
に、与党にとって野党第一党の脅威は格段に増したの
である。本節の質的分析からも、野党第一党を考慮し
た基本仮説の妥当性が確認できたことになる。

Ⅴ.	 基本仮説の操作と分析モデル

1.	従属変数

55年体制期には、公明党や民社党等の中道政党が
自民党と社会党の間に位置し、右から左へどの政党ま
で賛成したかという量的変数に意味があったが、約
10年間も公明党が与党化し、民主党が他の小政党を
吸収して大規模化するにつれ、焦点は野党第一党であ
る民主党の賛否に集約されてきている。各党の賛否を
個別にダミー変数化することも可能だが、規模的・政
策的に与党から大きく隔たった小政党の動きが与野党
交渉の主軸とは考え難いのに加え、本稿の対象期間に
おいて存在し続け、かつ一度も与党にならなかったの
は共産党だけであること、及び図5に示した短期的変
動を制御するのは困難であることから、長期的変化を
一括して分析するには適さない。従って、本稿では特
定政党間の競争ではなく、質的に大きく異なる時期を
一括して分析するため、与党勢力と野党勢力という構
図を前提し、従属変数は野党第一党の賛否（賛成＝1、
反対＝0）とし、野党第一党の国会対策が閣法賛否に
どのように帰結しているかを検証する。

2.	説明変数と操作仮説

基本仮説の操作で焦点になるのは、前節で検討した、
初めから賛否を明らかにして「わかりやすい」国会対
策を目指すとした民主党の国会対策方針がどのように
具体化しているかということである。あくまで与党と
の相違を出す以上、民主党が何の抵抗もなく委員会審
査の短縮に同意しているとは考え難いし、なぜ委員会
付託が遅れるのかという問題が残る。そうした矛盾し
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かねない要請をどのように解決しているのかというこ
とである。
前述した通り、先行研究は55年体制下の野党反対

法案について、委員会審査の不均一性や政党配置の固
定性を指摘してきた。これに対し、本稿の基本仮説が
正しいとすれば、国会対策は法案に対する賛否によ
って二極分化され、少なくとも連立政権期において
は55年体制期よりも審議の均一性が増していること、
その時々の外生的要因によって国会対策は変化せず、
定着していることが確認されるはずである。すなわ
ち、政権交代の担い手となるべき野党第一党の国会対
策が、自民党との取引を狙った抵抗戦術から政権交代
を見据えた論争戦術へ移行したことが確認されない限
り、前述した方針は形だけということになる 60。
最大の疑問は通過日数の伸長と、その内訳の変化で
ある。理事会での全会一致の慣行や会期制による時間
的制約を重視した旧機能論は、当然ながら通過日数の
長短が法案の成否を左右すると主張したし、多数主義
的国会運営を強調する新機能論であっても、委員長が
野党議員であったりする場合には付託の時機を調整す
るとともに、審議が長引くほど野党の態度は反対に収
斂すると主張した。つまり、野党の反対する法案の通
過日数が一律に長いわけではないが、少なくとも通過
日数の長い法案は野党の反対が確実な法案ということ
である。議運でのつるしは、本会議での趣旨説明を聴
取する法案で起こるのが原則であるものの、実際には
委員会付託の調整を通じた与野党の交渉手段として用
いられてきた。従って、55年体制期に限れば、長く
つるされるほど与野党対立の激しい法案であることを

示していたが、55年体制期におけるつるしはせいぜ
い数日であり、通過日数のほとんどは審査日数であっ
た。
図6は、本会議で趣旨説明が聴取された割合を示し

ている。やはり、1996年には前年の3倍近くの法案に
おいて趣旨説明が聴取されている。とりわけ2001年
から2007年までは、55年体制期よりも高い割合（40%
前後）で安定している。従来、本会議で趣旨説明が聴
取される法案は、与野党対立の火種であった。55年
体制期の割合が上下し、総与党化した政権不安定期の
割合は低いことから判るように、対決法案の多寡が趣
旨説明の聴取率を直接左右したのであり、つるしは審
議引き延ばしの一環にすぎなかった。しかし、連立政
権期における割合の増加と安定は、単なる審議引き延
ばしの結果と見るには無理がある。聴取率が、提出法
案数に左右されずに安定していることは、それだけ多
くの法案で趣旨説明が聴取されていると考えるべきだ
ろう。
表2は、閣法を本会議趣旨説明の有無によって分け、

それぞれの成立率と野党第一党の賛成率を時期ごとに
示している。55年体制期においては、趣旨説明を聴
取された閣法の成立率が4%前後低いのに加え、野党
第一党の賛成率も格段に低く、対決法案における趣旨
説明が多かったことを表している。それに対し、連立
政権期においては成立率に大きな差がなく、野党第一
党の賛成率も50%以上である。従って、連立政権期
におけるつるしの増加は、直接的には本会議での趣旨
説明が増えたためであるとともに、その文脈には与野
党交渉の場が付託委員会から議運へ移ったことがある

図6　本会議趣旨説明の聴取率

※対象は、予算国会に新規に提出された、衆議院先議の成立閣法。
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と考えられる。つまり、本会議は委員会よりも露出度
が高く、与党との相違を明確化するには最適であるこ
とから、秘密裏の交渉・妥協という55年体制期の国
会対策を放棄した野党第一党の戦略変更の帰結とし
て、矛盾がないということである。趣旨説明を認める
のは与党であるし、趣旨説明は時間的損失であるもの
の、重要な態度表明ないし与野党交渉の材料と考えれ
ば、与党にとってマイナスの行動ではない。もちろん、
背景には野党第一党の大規模化と影響力の増大がある
だろう。
では、委員会審査の機能はどのように変化したのだ
ろうか。図9は、衆議院での委員会審査回数の平均値
と標準偏差を示したものである 61。さほど明瞭ではな
いが、連立政権期の標準偏差は大きく、法案ごとに審
査回数が大きく異なっているようである。つまり、55
年体制期のような漫然とした対立ではなく、基本仮説
通りの二極分化傾向が現れていると言える。この点に
ついて、審査日数を審査回数で割った間隔を示した図
10を見ると、さらに明瞭な傾向がある。平均値が徐々
に下がっているだけでなく、連立政権期になると標準
偏差も大きく収束している。つまり、図9と図10か
ら読み取れることは、審査日数の短縮が委員会審査の
軽視によるのではなく、短い日数の中で平均的回数の
審査が淡々と進められ、委員会における審議引き延ば
しといった抵抗が廃れているということである。そし
て、審査回数の多い法案であっても、55年体制期と
違って審査は極めて速い。表3は、野党第一党の賛否

に応じ、審査日数と審査回数のF検定を行った結果で
ある。日数・回数とも全ての時期で5%水準の有意性
を持っており、日数・回数の多寡と賛否の関係は明瞭
である。政権不安定期においては、賛否との関係が薄
いという結果が出ており、やはり特異性が現れている。
それに対し、55年体制期と連立政権期における関係
は明瞭であり、とりわけ後者のF値の高さは、法案ご
との二極分化の傾向を裏付けている。従って、野党第
一党の戦略変更と国会運営の変化には関係のあること
が、最終的に確認される。

表2　�本会議趣旨説明の有無に応じた成立率と野党第一党の
賛成率

本
会
議
趣
旨
説
明

　 成立率 野党第一党の賛成率

55年体制期（1974-89年）
あり 90.2% 16.5%
なし 94.1% 81.1%

政権不安定期（1990-5年）
あり 95.2% 83.1%
なし 99.7% 98.8%

連立政権期（1996-2007年）
あり 98.1% 52.3%
なし 99.5% 90.4%

※予算国会に新規に提出された衆議院先議の閣法が対象。成
立率と賛成率は、ともに閣法を本会議趣旨説明の有無に応
じて分け、それぞれのグループごとに集計している。

図9　衆議院審査回数の平均値と標準偏差

※対象は、予算国会に新規に提出された、衆議院先議の成立閣法。
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以上をまとめて操作仮説を提示しよう。まず、野党
第一党は、国会対策を抵抗から論争へシフトさせてい
るはずである。そうすると、通過日数が伸びていると
しても、それだけ審査が重ねられていなければならな
い。すなわち、⒜審査回数が多いほど反対に収斂する、
という関係は最低限成り立たなければならない。これ
が実証されれば、通過日数の伸長は抵抗によるもので
はないとともに、委員会審査が軽視されるようになっ
たわけではないことも明らかとなる。さらに、この仮
説⒜は、時期を問わずに一貫して支持されるはずであ
るが、1996年以降において、より強く支持されなけ
ればならない。すなわち、野党第一党の戦略変更が国
会運営の変化の最も重要な説明変数であるならば、⒝
審査回数が賛成率と反比例する傾向は1996年以降強
まる、という関係が成り立たなければならない。
そこで問題となるのが、通過日数をかさ上げしてい
るつるし日数の解釈である。既に、多くの法案におい
て本会議趣旨説明が聴取されるようになった可能性を
示唆した。この場合、本稿にとっては次の二つの帰結

が導かれなければならない。まず、野党第一党がつる
しに意味を見出さなくなったならば、つるしが長引く
ほど反対に収斂するという効果が55年体制期より強
まるはずはない。次に、与党も本会議趣旨説明を積極
的に活用するようになったならば、本会議趣旨説明が
聴取される法案ほど野党は反対するという効果も55
年体制期より強まるはずはない。従って、⒞連立政権
期において、つるしが長引くほど、ないし本会議趣旨
説明が聴取されるほど賛成率が下がるという傾向は
55年体制期より弱い、という関係が成り立たなけれ
ばならない。
最後に審査日数についてだが、図9と表3から判る
通り、この効果は一律に予測できるものではなく、制
御変数として用いる。まず、本稿で用いるのは野党第
一党の賛否であるため、他の野党の賛否も考慮した先
行研究とは同列に比較できないからである。さらに、
先行研究の多くは、野党の賛成が確実な法案に時間を
費やす必要はないという前提を共有していたが、審査
日数の大幅な短縮、及びつるし機能の根本的変化を考

表3　野党第一党の賛否によるF検定

　 審査日数 審査回数

　 F値 有意確率 F値 有意確率
55年体制期（1974-89年） 16.611 0.000 121.145 0.000 
政権不安定期（1990-5年） 4.502 0.034 6.024 0.015 
連立政権期（1996-2007年） 46.220 0.000 178.727 0.000 

図10　衆議院審査間隔（審査日数／審査回数）の平均値と標準偏差

※対象は、予算国会に新規に提出された、衆議院先議の成立閣法。
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慮すると、もはやその前提の妥当性も危うくなるから
である。確実に言えることは、⒟連立政権期において、
審査日数が伸びるほど野党第一党は反対するという関
係は成り立たないか、少なくとも55年体制期より強
まるはずはない、ということである。

3.	対抗仮説について

本稿の基本仮説に対しては、国会運営の変容はその
時々の外生的要因に左右された一時的現象であり、行
動様式として定着したかどうかは疑わしいという見方
があり得る。国会運営の変化が一連の政治改革や野党
第一党の戦略変更と無関係だとする場合、社会経済情
勢といった外生的要因が立法需要を生み、その時々の
立法過程を一時的に変動させてきたという対抗仮説が
導かれる。そして、この対抗仮説は55年体制期でも
あり得る。確かに、図7から判る通り、提出数は社会
経済情勢と関連している。鈴木善幸・中曽根康弘両政
権の行政改革が焦点だった1980年から1987年まで、
湾岸戦争やバブル景気後退等が重なった1991年、大
震災やテロ事件が重なった1995年、金融不況対策及
び行政改革関連法案が提出された1999年、対米軍事
協力及び道路公団民営化関連法案が提出された2004
年等は、前年より提出数が増加している。
立法需要の増加は1996年以前にも見られるのであ

り、1996年以降の立法過程の変容と直接的因果関係

があると見るのは困難である。そもそも、社会経済情
勢が政治体制全体の変化を誘発し、国会運営にも波及
したと考えれば、基本仮説の妥当性は何ら損なわれな
い。たとえば、Pempel（1998）は、1995年以降の数
年間に起きた国際経済システムの変化や日本国内での
金融危機等の外生的要因が日本の政治経済関係の変革
を余儀なくさせるとともに、小選挙区制下の初めての
総選挙が1996年に行われて政党配置が刷新されるな
どの政治的変化も重なり、日本の「体制移行（regime 
shift）」を促したと言う（ch.5, 6）。つまり、偶然では
あるが、旧野党が諸変化に対応できずに衰退する一方、
新野党が諸変化に対応して支持を拡大し、新たな戦略
の結果として国会運営も変化したとすれば、たとえ社
会経済情勢が要因の一つであるにせよ、政治的変化は
一時的にすぎないという反論は当たらないと考える。
とは言え、因果関係が全くないと断じることも当然
できない。喫緊を要する法案である場合、野党は世論
の動向に関心を払わざるを得ず、強硬な反対や抵抗を
示し難くなるかもしれない。また、提出数が増加すれ
ば負担は重くなり、与党は成立を急ぐ一方、委員会の
処理能力には限界がある。こうした予測は、図1の諸
指標と何ら矛盾しない。従って、一連のルール変更に
よる与野党双方の行動様式の変化という基本仮説の頑
健性を高めるため、対抗仮説も考慮する必要がある。
想定される説明変数は膨大であるため、最も無難な方
法として、各立法年を示すダミー変数を用いる。

図7　新規閣法提出数
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表4　ロジスティック回帰分析の結果

55年体制期（1974-89年） 連立政権期（1996-2007年）

　 係数 オッズ比 　 係数 オッズ比

つるし日数 -0.021 *** 0.979 つるし日数 0.027 *** 1.027
　 （0.006） 　 　 （0.005）

本会議趣旨説明あり -2.548 *** 0.078 本会議趣旨説明あり -1.136 *** 0.321
　 （0.306） 　 　 （0.189）

審査日数 0.011 * 1.011 審査日数 0.005 1.005
　 （0.004） 　 　 （0.009）

審査回数 -0.187 ** 0.829 審査回数 -0.201 *** 0.818
　 （0.059） 　 　 （0.041）

1974年 1.243 ** 3.465 1996年 1.314 * 3.720
　 （0.414） 　 　 （0.471）

1975年 1.183 * 3.264 1997年 1.509 ** 4.521
　 （0.506） 　 　 （0.454）

1976年 1.559 * 4.756 1998年 1.023 2.781
　 （0.496） 　 　 （0.415）

1977年 2.281 *** 9.791 1999年 0.563 1.757
　 （0.501） 　 　 （0.384）

1978年 1.573 *** 4.822 2000年 1.339 ** 3.816
　 （0.446） 　 　 （0.438）

1979年 2.190 *** 8.932 2001年 1.236 * 3.443
　 （0.588） 　 　 （0.444）

1980年 1.468 ** 4.338 2002年 1.055 2.872
　 （0.454） 　 　 （0.411）

1981年 1.314 ** 3.722 2004年 0.584 1.794
　 （0.426） 　 　 （0.365）

1982年 0.170 1.186 2005年 0.797 2.219
　 （0.369） 　 　 （0.436）

1983年 1.381 ** 1.549 2006年 0.033 1.033
　 （0.484） 　 　 （0.390）

1984年 0.437 1.549 2007年 0.223 1.249
　 （0.408） 　 　 （0.377）

1986年 1.370 ** 3.934 　
　 （0.450） 　 　

1987年 1.145 * 3.143 　
　 （0.471） 　 　

1988年 2.044 *** 7.721 　
　 （0.506） 　 　

1989年 1.024 * 2.785 　
　 （0.497） 　 　

（定数） 0.580 1.787 （定数） 0.846 2.331
　 （0.346） 　 　 　 （0.360） 　

-2対数尤度 828.735 -2対数尤度 781.706
Cox&Snell R2 0.275 Cox&Snell R2 0.228
Nagelkerke R2 0.397 Nagelkerke R2 0.338
観察数 962 観察数 906

***：p<0.001、**：p<0.01、*：p<0.05。括弧内は標準誤差。
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Ⅵ.	 分析

野党第一党の賛否を従属変数としたロジスティック
回帰分析の結果は、表4の通りである。立法年のダミ
ー変数については、各時期とも定数と -2対数尤度が
最も低くなる年を除いて参照基準とした。なお、政権
不安定期の特異性は前述した通りだが、分析結果も
本会議趣旨説明の効果が0.1%水準で有意だった以外、
立法年ダミーを含む全ての変数が10%水準の有意性
も持たないというものだったので、表の煩雑化を避け
るために除いた。
まず、審査回数の効果、すなわち仮説⒜と⒝を検証
しよう。委員会審査が重ねられる法案ほど野党第一党
は反対しやすいという因果関係は、55年体制期と連
立政権期の双方で成り立つものである。従って、仮説
⒜は問題なく支持される。ただし、効果は連立政権期
の方が強い。やはり、抵抗（審議引き延ばし）から論
争（審議の積み重ね）へという野党第一党の戦略変更
が、確実に国会運営の変化を促していることが窺われ
る。よって、仮説⒝も支持される。
次に、つるし日数と本会議趣旨説明聴取の効果、す
なわち仮説⒞を検証しよう。55年体制期においては、
趣旨説明が聴取される法案、ないし議運で長くつるさ
れる法案ほど野党第一党は反対しやすいという効果が
認められ、先行研究の結果と一致する。趣旨説明が聴
取される法案は数少ない重要法案であり、社会党はほ
ぼ確実に反対していたし（表2参照）、議運でつるさ
れるほど野党第一党の反対確率は上がる。つまり、趣
旨説明が聴取される法案は稀であり、議運は野党（第
一党）の抵抗の場にすぎなかったわけである。しかし、
連立政権期になると、やはり議運の機能に根本的な変
化が生じたようである。前述した通り、連立政権期に
なると趣旨説明が稀ではなくなる。ひとまず、仮説⒞
は支持されるが、一方で、つるし日数の効果は負から
正へと逆転し、しかも効果が強まった。
つるし日数の符号が逆転したことについては、本稿
の理論モデルに基づけば、議運が抵抗の場ではなくな
り、むしろ与野党の事前協議の場として活用されるよ
うになったと推論すべきであろう。審査回数の効果も
踏まえて言い換えれば、委員会での態度表明を重視す
るようになった野党第一党は、賛成し難い法案ほど早
い付託を望むようになり、賛成する方針の法案と完全
に分離した国会対応をするようになったということで
ある62。この推論に対しては、本稿が野党第一党の賛
否のみを扱っている、または議運を統制しているのは
与党であるという批判があり得る。しかし、連立政権
期の野党第一党が大規模化し、中道政党がほぼ消滅し

たことは確認済みであり、野党第一党の交渉力は大き
くなりこそすれ、決して小さくなりはしない。つまり、
議運の機能に根本的変化を促した野党があるとすれ
ば、それは野党第一党しか考えられない。さらに、議
運を統制するのが与党だとしても、野党の賛成が見込
まれる法案を長くつるす積極的な動機は与党にない。
そもそも、議運が依然として抵抗の場だとすれば、趣
旨説明聴取の効果減少と反比例して、つるし日数の説
明力が負の方向へ増加しなければならないのである。
従って、野党第一党が議運を抵抗の場と見なさなくな
ったことは確実であり、与党の意図はどうあれ、野党
第一党が国会運営の変化を主導・定着させたことは間
違いないと言えよう。
この推論は、制御変数とした審査日数の効果によっ
ても補強される。55年体制期においては、つるし日
数の符号とは逆であるものの、少なくとも審査回数と
審査日数に正の相関は認められず、単なる審議引き延
ばしが多用されていたことを裏付ける63。それに対し、
連立政権期になると、審査日数の効果は失われ、前述
した通り審査回数の効果が強まるのである。従って、
仮説⒟も支持された。
最後に、立法年ダミーの効果について確認しておこ
う。有意性が高い年は必ずしも立法需要の多い年と重
ならず、その意味で、外生的要因はもっと間接的に作
用しているようである。一つだけ明瞭な傾向を挙げれ
ば、2004年以降、野党第一党の態度は外生的要因の
影響を受け難くなっている。これは、民主党が自由党
と合併して以降の時期と重なり、大規模化によって自
民党の政策位置に一層近付いたことと関係するのかも
しれない。抵抗から論争へという野党第一党の戦略変
更を強調する本稿にとっては、むしろ歓迎すべき結論
が得られたことになる。

Ⅶ.	 結論と示唆

本稿は、連立政権期における国会運営の変化が、大
規模化した野党第一党の戦略変更に多く起因するもの
であることを明らかにしてきた。一連の政治改革を主
導し、その効果を初めて利用したのは野党（第一党）
であり、与党は追随的に行動様式を変化させてきた。
本稿の結論は、国会運営を主導するのは与党であると
いう主張と何ら矛盾しない。すなわち、野党第一党が
野党勢力の大部分を代表するほど大規模化し、しかも
その国会対策が明確化することは、少なくとも55年
体制期に比べれば国会運営のコストが低いことを意味
し、与党にとっては国会対策を講じる際の情報が増え
たのである。二大政党制は与野党間競争を政権獲得競
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争に還元させるため、経済情勢や世論等を踏まえた選
挙情勢の見通しを立てやすく、与党の解散時期の選択
が容易になると言われる（Smith 2004）。日本でもそ
うした環境が整いつつあると言えよう。政治改革の効
果は確実に日本の政治体制を変容させており、もはや
55年体制期と連立政権期を同列に論じることはでき
なくなった。こうした主張は、選挙研究や行政研究に
おいてほぼ通説化しており、本稿は議会研究の立場か
らそれに賛同するものである。
そうした主張には、懐疑的な反論も存在する。本稿
と同じく野党に注目しつつも、懐疑的主張を行った代
表的研究としてScheiner（2006）が挙げられる。彼は
野党の「失敗」を強調し、その原因を地方における恩
顧主義的投票行動の残存と財政的中央集権制に求め、
それゆえ小選挙区制の導入は野党の失敗をむしろ悪化
させたと主張する（135-40）。彼の結論は数多くの推
論を行った上で導かれた複雑なものであるが、本稿の
立場からは二つの反論が可能である。第一に、彼は野
党第一党（新進党・民主党）が得票・議席とも増やし
続けた事実を明示しているにもかかわらず、消極的な
推論しか行っていない。彼は、中選挙区制の方が野党
に有利だったと強調するわけだが（56-9）、野党にと
って不利なはずの小選挙区制下で、なぜ野党第一党は
得票・議席とも増やし続けることができたのだろうか。
第二に、彼は55年体制期と連立政権期を区別しない
まま、野党勢力を「野党」という同じカテゴリーで括
っている。彼自身も公約分析や世論調査を引用しつつ
明示している通り、かつての社会党と今日の民主党（も
ちろん新進党も）の政策位置は極めて異なり、それゆ
え支持も調達しやすいのである。そうした政治改革に
よる根本的な変化を無視したまま、等しく野党の失敗
と断じることは不公平である。つまり、遅速の別はあ
るとしても、政治改革の効果は野党第一党の伸張とい
う形で確実に現れたのであり、2009年衆院選による
政権交代も突発的に生じた現象ではない。
最後に、示唆と課題に触れておきたい。まず、政治
家を最も強く制約する制度は選挙制度であり、立法過
程で展開される政党・議員の行動は例外なく選挙を意
識した帰結であるという視点から、日本の国会を捉え
直す必要性である。本論で触れた新機能論（特に多数
主義論）は、自民党が優位だったはずの55年体制期
における国会運営が連立政権期より困難だったことを
説明できない。一方で、旧機能論は、55年体制期に
限れば的を射ていたものの、連立政権期においても妥
当するほどの普遍性は有していなかった。両者の欠点
は選挙制度の制約を無視したことに起因し、裏を返せ
ば、選挙制度の制約をモデル化することで、両者は矛
盾なく統一できる。議院内閣制議会の理念型は英国議

会（ウェストミンスター・モデル）であるが、本稿の
分析から明確になったのは、55年体制期の国会は部
分的な変換機能を営んでおり、態度表明重視という意
味でのアリーナ議会ではなかったということである。
そもそも、国会が厳格な多数主義によって運営される
アリーナ議会であったのならば、英国流の党首討論の
導入や内閣機能の強化といった改革を唱える必要はな
い。つまり、英国議会と比較した場合の日本の国会の
異質性は、中選挙区制という世界的に特異な選挙制度
の帰結だったのである。
中選挙区制は、野党にとって議席の急激な増減がな
いというメリットがあり、大規模化する動機を弱め、
ある野党は自民党と取引を行い、ある野党は物理的に
抵抗するなど、様々な抵抗形態を生み出す余地を与え
ていた。加えて、中選挙区制は自民党を派閥の連合体
とし、内閣の基盤すら脆弱化させる効果を持っていた。
つまり、Leiserson（1968）が主張したように、自民
党自体が一種の連立政権だったとすれば、むしろ連立
政権が常態化している大陸欧州諸国の議会に近かった
と言える。連立政権諸国の議会は、法案審議を通じて
連立政権内の不和を抑制し、確実な法案成立を期す機
能を果たしていることが指摘されている（Martin and 
Vanberg 2004, 2005; see also Hallerberg 2004）。これ
は、自民党の一党優位体制だったにもかかわらず、国
会運営は容易でなかったという55年体制期の現実と
合致するであろう。川人（2010）が指摘する通り、
政治改革によって、日本の国会は初めて「世界標準の
モデル」による把握が可能になったのである。
次に、多党制から二大政党制への変容が、日本の政
治体制全体に及ぼす影響の大きさがある。かつての社
会党は、安定した議席を得られる中選挙区制の下で、
硬直化した対外政策を長年にわたって維持した。しか
し、選挙制度改革により、そうした階級政党の生き残
りは困難になった。新進党や民主党は、そうした新し
い政党制を的確に予測して行動したと言える。多党化
傾向を生む比例代表型議院内閣制の方が小選挙区型議
院内閣制よりも安定的な政策形成が可能になるという
Lijphart（1999）の主張がある一方で、McDonald and 
Budge（2005）は、確かに有権者と政権の中位選好の
ずれは小選挙区制における方が大きいものの、統計的
有意性は決して高くないだけでなく、そうしたずれを
補整する能力は小選挙区制下の政権の方が大きいと言
う（130-5）。その分析結果に対する彼らの推論は、政
党数が減って幅広い選好を反映せざるを得なくなるほ
ど政党の適応能力は高まるというものであり、比例代
表制下では政党数を通じて、小選挙区制下では時間を
通じて政策が平均化されると表現する（120; see also 
Powell 2000: 127-32）。民主党は、多党制であるにも
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かかわらず西欧諸国のような連立政権が根付かなかっ
た日本において、自民党政権に代わる第二党の行動様
式を合理的に選択したと言えるだろう。
それは同時に、対外政策といったイデオロギー色の
強い分野については政策位置を曖昧にすることも意味
する。伊藤（2008）は、「外交・安全保障や憲法問題
など、国の方向性を決めるような（中略）基本政策に
ついて、民主党は今もはっきりとした結論を出してい
ない。様々な思想、政治的スタンスを持った者の『寄
り合い所帯』ゆえに、党内で（中略）大きな隔たりが
あり、議論を進め、結論を出そうとすれば、党の亀裂
を深める危険性があるため、避け続けているから」だ
と指摘する（136）。つまり、今日の民主党はダウンズ・
モデルの予測通りの第二党となるため、イデオロギー
的政策については一本化を先送りしたのである。最近、
民主党執行部が綱領の策定を模索しているものの、伊
藤が指摘したような対立を恐れて進んでいないと報じ
られている 64。昨今のTPP（環太平洋連携協定）をめ
ぐる混乱にも見られるように、民主党は、自由貿易と
国内労働者の関係、または保守的対外政策と外国人地
方参政権の関係といった解決困難な矛盾を内包してい
る。
最後に、議院内閣制と二院制の関係についてである。
本論では、1989-93年と2008年以降の衆参ねじれが
質的に大きく異なることを指摘した。前者では野党が
与党との取引に応じたのに対し、後者ではそれを拒否
し、与党が再議決を多用したのである。それは、野党
第一党の戦略変更を反映した結果であると同時に、二
院制は一連の政治改革を経ても克服できない、いわば
外生的制度であることを示唆している。図3で確認し
た通り、参議院で過半数議席を獲得することは衆議院
以上に難しく、二院制は連立政権の常態化をもたらす
と同時に、野党に抵抗の場を与えることにもなった。
一昨年まで衆参ねじれを活用して自公連立政権を追い
詰めた民主党も、今日では逆に衆参ねじれに苦しんで
いる。
以上より、今後の課題は、中選挙区制時代の国会運
営や野党の戦略の再検証、あるいは今日の野党第一党
である自民党の行動様式等、多岐にわたる。本稿では
簡明な分析のために除外した時期・現象も多く、むし
ろ本稿の理論モデルの妥当性を検証するためには、そ
うした点も研究していく必要がある。
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註
  1 1998年5月に社民党が、翌月には新党さきがけが閣外協力を解
消したため、小渕恵三政権下の翌年1月に自由党と連立するま
で、自民党政権は形式的な単独（少数与党）政権であった。

  2 最近の体系的研究として村松（2010）や斉藤（2010）、社会経
済情勢の変化も踏まえたRosenbluth and Thies（2010）等がある。

  3 予算国会の区分は、衆院選直後のため、本予算が審議されなが
らも名目上は常会ではなく特別会となった国会があるために必
要な操作であり、増山（2003）やMochizuki（1982）も用いて
いる。本稿の対象期間では、第63回（1970年）、第71回（1973
年）、第101回（1984年）、第118回（1990年）の各国会が該当
する。継続法案については、福元（2000）が「日程値」という
操作を行って分析に含めることを試みているものの、増山（2003）
や川人（2005）は妥当でないとしている。先議院については、
非対決法案に限って参議院先議とされる傾向が指摘されており
（谷 1995: 220-1）、やはり体系的分析には適さない。

  4 立法年の正確な割り当てについては、増山（2003: 参考資料）
を参照されたい。

  5 新進党が議席を持ったのは、厳密には第132回国会（1995年）
からである。ここでは、第130回国会における改新、第131回
国会における改革を新進党と同一と見なす。同じく、現在の民
主党が議席を持ったのも厳密には第143回国会（1998年）から
であるが、第142回国会における民主友愛太陽国民連合を民主
党と同一と見なしている。

  6 通過日数に関して、有意水準を0.1%に設定した最小有意差検
定を行った結果、1973年と1974年の差が有意かつ最大であっ
た（差は55.34）。1973年の第71回国会が、田中角栄首相の通
年国会論を反映して280日間という異例の会期になったことを
反映している。

  7 1966年までについては、たとえば同じく中央値を用いた増山
（2003: 図5-1）を参照されたい。なお、つるし日数の中央値は
一貫して0である。

  8 これは、審査日数がつるし日数より相対的に長いというだけの
意味であり、本論で述べる通り、議運も与野党攻防の場であっ
たことは当然である。

  9 主に野党から本会議での趣旨説明を求められた議案は、趣旨説
明が行われるまで、ないし要求が取り下げられるまで「宙吊り」
の状態に置かれるため「つるし」と称されるが、ここでは福元
（2000）や川人（2005）と同様、趣旨説明の有無に関係なく提
出から付託までの日数としている。

 10 ここで言う修正には、施行期日を延期する形式修正も含まれる。
形式修正と実質修正については福元（2000: 44-5）参照。

 11 その要因として、Powell（2000）は中選挙区制時代の自民党の
分権性に注目しており、本稿の理論モデルにとっても極めて重
要な論点であるので、結論で触れる。

 12 政権不安定期における効率性の高まりについては、増山（2003: 
第9章）が体系的に分析している。また、成立率については、
川人（2005）も「強いていえば、1990年代以降の連立政権期に
おいて成立率が一層高くなってきている」と指摘する（117）。

 13 1956年以来の憲法第59条第2項（衆参両院の議決不一致）に
よる再議決（12件）、及び1952年以来の同第4項（みなし否決）
による再議決（5件）が行われた。なお、前者のうち11件は、

参議院での否決を受けた再議決であるが、これは戦後初である。
 14 これは、議院内閣制と二院制の関係に関わる重要な論点だが、
本稿の理論モデルの射程外であるため、結論で示唆として触れ
たい。

 15 その他、与野党伯仲を機とした協調的国会運営の定着を主張し
たKrauss（1984）もしばしば引用される。また、谷（1995）は
旧機能論に属する最後の体系的研究であろう。旧機能論の体系
化・概観として岩井（1988）、伊藤（1990）参照。

 16 新機能論世代の概観として待鳥（2001）、国会論モデルの整理
として福元（2007: 23-5）、伊藤（2006b）参照。また、著名な
論争として福元（2004）、増山（2004）参照。

 17 たとえば飯尾（2004, 2007: 第3章）は、戦後日本の統治システ
ムを規定した「官僚内閣制」と「与党」の二元体制は、イギリ
スと違って国会運営への政府の介入を難しくし、国対政治の発
達を生んだとする（川人 2010も参照）。また、川人（2005: 第4章）
は、戦後国会政治を規定してきた制度として議院内閣制のみで
なく国会中心主義も考慮し、政府立法とは対照的に議員立法で
は超党派の合意が得られやすい実態を示している。

 18 これは障害物競走モデルとして概念化されている。岩井（1988: 
207-12）参照。

 19 待鳥（2005）は小泉長期政権の基盤こそ一連の政治改革だとす
る。2005年総選挙の結果が執行部の統制をさらに強化した経
緯を実証した研究として上川（2007, 2010）、いわゆる執政中枢
（core executive）論に基づき、首相・自民党議員と官僚の接触
構造の変容を明らかにした研究として曽我（2008）参照。

 20 国会審議活性化法の趣旨や細部に関する説明として伊藤（1999）
参照。

 21 『衆議院議院運営委員会議録』1999年7月13日。旧制度の恩恵
に浴している議員の抵抗で議会改革が進まない実態を分析した
研究として、Adler（2002）がある。

 22 川人（2010）は、国会中心主義的制度配置が、少数党への配慮
を促していたことを指摘する。

 23 その他に、委員会、調査会、事務局、法制局ごとの組織・事務
を定める各種規程等があるが、立法手続に関わるものではない。

 24 国会法改正の趣旨は『国会制定法審議要録』、衆参両院の規則
改正の趣旨は会議録で確認した。

 25 既存の先例に該当する事例が追加的に例示された場合を除く。
 26 たとえば竹中（2006）は、この立場を強調して「2001年体制」
と呼ぶ。

 27 そもそも、選挙制度改革に積極的だったのは小沢一郎が率い
た新生党のみであり、日本新党や新党さきがけといった小政
党、あるいは自民党に留まった改革派議員らは、小選挙区制は
大政党やベテランに有利だとして反対していただけでなく、小
選挙区制はアメリカ式の利益誘導政治を助長するだけだとい
う、今日の通説とは正反対の事態を想定して批判していた（大
嶽 1997）。こうした1994年までの状況は、自民党の追随的変化
という構図、及び新旧の野党第一党の交代とも整合的である。

 28 加えて、1996年の総選挙における公約分析を通じ、結党直後の
民主党が全国的な改革指向を最も明確に打ち出す一方、自民党
は依然として個別利益から脱却できなかったとした品田（2002）
の研究結果とも整合的である。

 29 政党の賛否は衆議院本会議での採決結果に基づいており、無所
属議員の賛否は考慮しない。また、欠席・退場・棄権した政党
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は反対したものと見なす。従って、採決に加わらなかった議員（政
党）以外の全議員が賛成した場合、その法案は全会一致で可決
されたと見なされてしまうが、本稿では採決に加わらなかった
場合を反対と同一とみなし、全会一致とはしていない。その他
の図表も同様である。

 30 ここでは、中道政党のうち一党でも反対すれば賛成には含めて
いない。図表の煩雑化を防ぐのが主目的であるが、55年体制期
と連立政権期の政党配置を対比しやすくするためでもある。ま
た、ここでは与党や野党第一党、共産党以外の政党を便宜的に
「中道」と括っているだけであり、政党の政策位置が厳密に中道
であることを意味しない。

 31 翌々年の省庁再編に備えた法案が多数提出された1999年だけ
は例外である。この時、社民党と新党さきがけは既に野党だっ
たものの、行政改革は両党が与党だった時代に決定されたため
反対できなかった。逆に民主党は全ての関連法案に反対したた
め、両者の賛成率が大きく逆転した。

 32 その背景には、旧社会党の支持勢力が民主党支持に回り、社民
党の支持基盤が大きく削がれた事情もある（see Hyde 2009）。

 33 この仮説を理論的に実証した数少ない体系的研究として、
Kohno（2001）、新川（1999）、森（2001）を参照。

 34 『朝日新聞』1990年6月14日付（社説）、同23、24日付（シン
ポジウム）、同11月29日付（社説）、1993年5月1日付（社説）。

 35 自民党政治改革委員会による「政治改革大綱」は1989年5月19日、
国会改革案は翌年6月6日に公表された。また、社会党は1990
年1月4日、民社・公明・共産の各党も同年6月28日に国会改
革案を公表している。政治改革の過程を分析的に叙述したもの
として大嶽（1997）参照。

 36 『朝日新聞』1990年3月30日付、同4月12日付、『読売新聞』
1992年7月28日、同8月2日付。

 37 『読売新聞』1992年12月17日付。また、社会党内のそうした「守
旧派」は、後に細川政権が提出した政治改革関連法案を参議院
で否決する行動に出ている。Kawato（2000）はその行動原理
を解明している。

 38 『朝日新聞』1992年6月26日付、同10月17日付。後述する通り、
新進党や民主党といった新しい野党第一党は、選挙制度改革を
受けて、国会審議活性化法制定以前に行動様式を変化させてい
るため、結果的に社会党の認識は誤っていたことになる。

 39 それまで違憲だと主張していた自衛隊と日米安全保障条約を合
憲だとし、日の丸・君が代も容認する政策の大転換を行った。

 40 社会党「当面する政局に臨むわが党の基本政策」（1994年9月3
日、第61回臨時全国大会）。

 41 民社党「平成6年度運動方針」（1994年6月8日、第39回全国大会）。
 42 改革推進協議会「責任ある政治を求めて 新党結成への理念」
（1994年9月5日）、新進党「重点政策」（1994年12月10日、結
党大会）。

 43 『朝日新聞』『読売新聞』1994年12月11日付、1995年7月24日付。
また、竹中（2006: 30-43）参照。

 44 『朝日新聞』1990年6月3日付、1992年12月19日付。
 45 Kato and Kannon（2008）の分析によれば、総合的に新進党は
自民党よりも右翼に位置付けられる。山本（2010: 第7章）は、
そうした政策純化路線が、民主党とは異なる運命を辿らせたと
する。

 46 『朝日新聞』1995年6月18日付。

 47 『朝日新聞』1996年1月9日付、10日付、2月10日付、3月9日付。
また、竹中（2006: 82-8）参照。

 48 新進党「1997年度運動方針」（1997年4月23日、第3回定期全
国大会）。『朝日新聞』1997年2月18日付。

 49 『朝日新聞』2000年10月6日付。
 50 『朝日新聞』1997年3月22日付。いわゆる「ゆ党」（与党でも野
党でもないという意味）と揶揄された。

 51 民主党「1997年度重点活動計画」（1997年3月22日、1997年
度定期大会）。

 52 以上の経緯について、関係者の証言も踏まえてまとめたものと
して塩田（2008）参照。

 53 『朝日新聞』1997年1月19日付、同20日付、1998年1月11日付。
 54 『朝日新聞』1999年2月6日付。
 55 『朝日新聞』1999年11月12日付。
 56 正式な綱領は、1955年に左派社会党と右派社会党が合同して採
択された「日本社会党綱領」（統一社会党綱領）だが、1959年
に再び分裂（民社党結党）したため、事実上の拘束力は弱まった。

 57 社会党の対外政策が定まるまでの事情と、その後の現実化路線
への転換が困難だった背景については原（2000）参照。社会党
も自民党と同様の派閥抗争に悩まされていた実態が示されてい
る。

 58 『衆議院安全保障委員会議録』2005年6月14日。
 59 『衆議院安全保障委員会議録』2004年5月20日。
 60 実際には、野党議員が国会に求める役割に変化が見られること
を、建林（2006）が既に指摘している。

 61 参議院の法案審議は、残された会期日数や夏の参院選の有無に
大きく制約され、傾向も一定しているので除く（図1参照）。審
査回数の中には、公聴会や連合審査会、小委員会の回数も別個
に算入している。また、法案によっては、冒頭の趣旨説明と質
疑開始が切り離される例も多く、福元（2000）は趣旨説明のみ
行われた日を除外している。しかしながら、たとえば趣旨説明
から採決まで1日で終わってしまう法案もあり、そうした法案と
違って趣旨説明だけ先に済ませることには独自の意味があると
考えられるので、ここでは趣旨説明のみ行われた日も1回として
算入している。

 62これは、なぜ野党（第一党）の賛成が見込まれる法案をわざわ
ざ長くつるすのかという問題を派生させる。本稿の射程を越え
る問題だが、可能性は次の二つではないだろうか。まず、委員
会の処理能力には限界があるため、単に順位が劣後した可能性
である。もう一つは、抵抗から論争へという野党の戦略変更が、
いわゆる「まくら（人質）」としての法案を消滅させた可能性で
ある。

 63 野党第一党に限れば、つるし日数と審査日数の符号が逆である
ことは、福元（2000）が示唆したような与野党取引の存在を裏
付ける。それに対して増山（2003）は、提出から時間が経つほ
ど野党の態度は反対に収斂すると主張したが、その効果の大部
分はつるし日数に負っていたことになる。言い換えれば、委員
会審査に限った場合、「時間を要するものもあれば要さないもの
もある」のは、野党（第一党）賛成法案についても同様だった
いうことである。

 64 『産経新聞』2010年12月10日付。




